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（5）学校におけるいじめへの対処方針、指導計画等の情報については、日頃より、家庭や地域へ積

極的に公表し、保護者や地域住民の理解を得るよう努めること。

実際にいじめが生じた際には、個人情報の取扱いに留意しつつ、正確な情報提供を行うことによ

り、保護者や地域住民の信頼を確保することが重要であり、事実を隠蔽するような対応は許されな

いこと。

2 いじめを許さない学校づくりについて

（1）「いじめは人間として絶対に許されない」との意識を、学校教育全体を通じて、児童生徒一人

一人に徹底すること。特に、いじめる児童生徒に対しては、出席停止等の措置も含め、毅然とした

指導が必要であること。

また、いじめられている児童生徒については、学校が徹底して守り通すという姿勢を日頃から示

すことが重要であること。

（2）いじめを許さない学校づくり、学級（ホームルーム）づくりを進める上では、児童生徒一人一

人を大切にする教職員の意識や、日常的な態度が重要であること。

特に、教職員の言動が児童生徒に大きな影響力を持つことを十分認識し、いやしくも、教職員自

身が児童生徒を傷つけたり、他の児童生徒によるいじめを助長したりすることがないようにするこ

と。

（3）いじめが解決したと見られる場合でも、教職員の気づかないところで陰湿ないじめが続いてい

ることも少なくないことを認識し、そのときの指導により解決したと即断することなく、継続して

十分な注意を払い、折に触れて必要な指導を行うこと。

3 教育委員会による支援について

教育委員会において、日頃から、学校の実情把握に努め、学校や保護者からいじめの訴えがあっ

た場合には、当該学校への支援や当該保護者への対応に万全を期すこと。

18文科初第 711号
平成 18年 10月 19日

各都道府県教育委員会教育長 殿

各指定都市教育委員会教育長 殿

各都道府県知事 殿

附属学校を置く各国立大学法人学長 殿

文部科学省初等中等教育局長

銭谷 眞美

いじめの問題への取組の徹底について（通知）

いじめにより児童生徒が自らその命を絶つという痛ましい事件が相次いで発生していることは、極

めて遺憾であります。児童生徒が自らの命を絶つということは、理由の如何を問わずあってはならず、

深刻に受け止めているところであります。

これらの事件では、子どもを守るべき学校・教職員の認識や対応に問題がある例や、自殺という最

悪の事態に至った後の教育委員会の対応が不適切であった例が見られ、保護者をはじめ国民の信頼を

著しく損なっています。

いじめは、決して許されないことであり、また、どの子どもにも、どの学校でも起こり得るもので

もあります。現にいま、いじめに苦しんでいる子どもたちのため、また、今回のような事件を二度と

繰り返さないためにも、学校教育に携わるすべての関係者一人ひとりが、改めてこの問題の重大性を

認識し、いじめの兆候をいち早く把握して、迅速に対応する必要があります。また、いじめの問題が

生じたときは、その問題を隠さず、学校・教育委員会と家庭・地域が連携して、対処していくべきも

のと考えます。

ついては、各学校及び教育委員会におかれては、別添「いじめの問題への取組についてのチェック

ポイント」等も参考としつつ、いま一度総点検を実施するとともに、下記の事項に特にご留意の上、

いじめへの取組について、更なる徹底を図るようお願いします。

なお、都道府県・指定都市教育委員会にあっては所管の学校及び域内の市区町村教育委員会等に対

して、都道府県知事にあっては所轄の私立学校に対して、この趣旨について周知を図るとともに、適

切な対応がなされるよう御指導をお願いします。

記

1 いじめの早期発見・早期対応について

（1）いじめは、「どの学校でも、どの子にも起こり得る」問題であることを十分認識すること。

日頃から、児童生徒等が発する危険信号を見逃さないようにして、いじめの早期発見に努めること。

スクールカウンセラーの活用などにより、学校等における相談機能を充実し、児童生徒の悩みを積

極的に受け止めることができるような体制を整備すること。

（2）いじめが生じた際には、学級担任等の特定の教員が抱え込むことなく、学校全体で組織的に対

応することが重要であること。学校内においては、校長のリーダーシップの下、教職員間の緊密な

情報交換や共通理解を図り、一致協力して対応する体制で臨むこと。

（3）事実関係の究明に当たっては、当事者だけでなく、保護者や友人関係等からの情報収集等を通

じ、事実関係の把握を正確かつ迅速に行う必要があること。

なお、把握した児童生徒等の個人情報については、その取扱いに十分留意すること。

（4）いじめの問題については、学校のみで解決することに固執してはならないこと。学校において

いじめを把握した場合には、速やかに保護者及び教育委員会に報告し、適切な連携を図ること。保

護者等からの訴えを受けた場合には、まず謙虚に耳を傾け、その上で、関係者全員で取組む姿勢が

重要であること。
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（5）学校におけるいじめへの対処方針、指導計画等の情報については、日頃より、家庭や地域へ積

極的に公表し、保護者や地域住民の理解を得るよう努めること。

実際にいじめが生じた際には、個人情報の取扱いに留意しつつ、正確な情報提供を行うことによ

り、保護者や地域住民の信頼を確保することが重要であり、事実を隠蔽するような対応は許されな

いこと。

2 いじめを許さない学校づくりについて

（1）「いじめは人間として絶対に許されない」との意識を、学校教育全体を通じて、児童生徒一人

一人に徹底すること。特に、いじめる児童生徒に対しては、出席停止等の措置も含め、毅然とした

指導が必要であること。

また、いじめられている児童生徒については、学校が徹底して守り通すという姿勢を日頃から示

すことが重要であること。

（2）いじめを許さない学校づくり、学級（ホームルーム）づくりを進める上では、児童生徒一人一

人を大切にする教職員の意識や、日常的な態度が重要であること。

特に、教職員の言動が児童生徒に大きな影響力を持つことを十分認識し、いやしくも、教職員自

身が児童生徒を傷つけたり、他の児童生徒によるいじめを助長したりすることがないようにするこ

と。

（3）いじめが解決したと見られる場合でも、教職員の気づかないところで陰湿ないじめが続いてい

ることも少なくないことを認識し、そのときの指導により解決したと即断することなく、継続して

十分な注意を払い、折に触れて必要な指導を行うこと。

3 教育委員会による支援について

教育委員会において、日頃から、学校の実情把握に努め、学校や保護者からいじめの訴えがあっ

た場合には、当該学校への支援や当該保護者への対応に万全を期すこと。
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いじめが抵触する可能性がある刑罰法規の例について（別添）

○強制わいせつ（刑法第 176条）

＜条文＞

第百七十六条 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以

上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

○傷害（刑法第 204条）

＜条文＞

第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

○暴行（刑法第 208条）

＜条文＞

第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万

円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

○強要（刑法第 223条）

＜条文＞

第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は

暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処

する。

2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のない

ことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。

3 前二項の罪の未遂は、罰する。

○窃盗（刑法第 235条）

＜条文＞

第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰

金に処する。

○恐喝（刑法第 249条）

＜条文＞

第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

○器物損壊等（刑法第 261条）

＜条文＞

第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の

懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

以上

24文科初第 813号
平成 24年 11月 2日

各都道府県教育委員会教育長 殿

各指定都市教育委員会教育長 殿

各都道府県知事 殿

附属学校を置く各国立大学法人学長 殿

文部科学省大臣官房長

（子ども安全対策支援室長）

前川 喜平

文部科学省初等中等教育局長

布村 幸彦

犯罪行為として取り扱われるべきと認められるいじめ事案に関する警察への相談・通報

について（通知）

いじめの問題については、学校において、いじめられている児童生徒を徹底して守り通すという姿

勢を明示するとともに、いじめる児童生徒に対しては、「社会で許されない行為は学校の中でも許さ

れない」ことであり、自身が行ったいじめについては適切に責任を取る必要があることを指導すると

ともに、このことの教育的意義について保護者にも説明して正しく理解いただくことが重要です。

「問題行動を起こす児童生徒に対する指導について」（平成 19 年 2 月 5 日付け 18 文科初第 1019 号

文部科学省初等中等教育局長通知）においては、「問題行動の中でも、特に校内での傷害事件をはじ

め、犯罪行為の可能性がある場合には、学校だけで抱え込むことなく、直ちに警察に通報し、その協

力を得て対応する。」として犯罪行為の可能性のある問題行動について警察と連携・協力した対応を

求めているところですが、もとより、いじめについては、その行為の態様により、傷害に限らず、暴

行、強制わいせつ、恐喝、器物損壊等、強要、窃盗をはじめとした刑罰法規（別添参照）に抵触する

可能性があるものです。

ついては、都道府県・指定都市教育委員会にあっては所管の学校及び域内の市区町村教育委員会等

に対して、都道府県知事にあっては所轄の私立学校に対して、国立大学法人学長にあっては設置する

附属学校に対して、上記の趣旨を踏まえ、改めて下記について周知を図るとともに、適切な対応がな

されるよう御指導をお願いします。

なお、本通知の内容については、警察庁生活安全局と調整済みであることを申し添えます。

記

1. 学校や教育委員会においていじめる児童生徒に対して必要な教育上の指導を行っているにもかか

わらず、その指導により十分な効果を上げることが困難である場合において、その生徒の行為が犯

罪行為として取り扱われるべきと認められるときは、いじめられている児童生徒を徹底して守り通

すという観点から、学校においてはためらうことなく早期に警察に相談し、警察と連携した対応を

取ることが重要であること。

2. いじめ事案の中でも、特に、いじめられている児童生徒の生命又は身体の安全が脅かされている

ような場合には、直ちに警察に通報することが必要であること。

3. このような学校内における犯罪行為に対し、教職員が毅然と適切な対応をとっていくためには、

学校や教育委員会においては、学校内で犯罪行為として取り扱われるべきと認められる行為があっ

た場合の対応について、日頃から保護者に周知を図り、理解を得ておくことが重要であること。
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いじめが抵触する可能性がある刑罰法規の例について（別添）

○強制わいせつ（刑法第 176条）

＜条文＞

第百七十六条 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以

上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

○傷害（刑法第 204条）

＜条文＞

第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

○暴行（刑法第 208条）

＜条文＞

第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万

円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

○強要（刑法第 223条）

＜条文＞

第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は

暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処

する。

2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のない

ことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。

3 前二項の罪の未遂は、罰する。

○窃盗（刑法第 235条）

＜条文＞

第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰

金に処する。

○恐喝（刑法第 249条）

＜条文＞

第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

○器物損壊等（刑法第 261条）

＜条文＞

第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の

懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

以上
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し入れておくなど、警察と連携した早期の対応が可能となるよう相談等の促進を図ること。

また、学校警察連絡協議会等の場において、学校におけるいじめ問題に関する学校・教育委員会

と警察との連携について具体的に協議を行うなど、学校警察連絡協議会等の活性化を図ること。

3 警察との協定等の活用

学校・教育委員会と警察との相互連絡の枠組みに係る協定等において、連絡対象事案として犯罪

行為として取り扱われるべきと認められるいじめ事案を盛り込むことにより、連絡が一層円滑に行

われるよう当該協定等について必要な見直し等を行うこと。

（2）スクールサポーター制度の受入れ等

学校においては、警察署等に配置されているスクールサポーターによる学校訪問や校内巡回を求

めるなど、積極的な受入れを図ること。

また、教育委員会等においても、退職警察官等を活用した取組を進めるとともに、スクールサポ

ーター制度に類似した制度（生徒指導推進協力員など）を運用している場合には、その従事者と警

察署等との情報交換を行うための連絡協議会の開催等を通じて確実に警察との連携を図るよう努め

ること。

2 警察と連携したいじめ事案への適確な対応（別添通知 4関連）

（1）児童生徒の生命・身体の安全が脅かされているような重大ないじめ事案への対応

児童生徒の生命・身体の安全が現に脅かされているような重大事案及びこれに発展するおそれが

高い事案については、直ちに警察に通報するとともに、学校においては、警察との連携の下、いじ

められている児童生徒の安全の確保のため必要な措置を行い、事案の更なる深刻化の防止を図るこ

と。

（2）いじめられている児童生徒又はその保護者が犯罪行為として取り扱うことを求めるいじめ事案

への対応

警察においては、（1）の重大ないじめ事案に当たらない事案であっても、当該児童生徒又はそ

の保護者が犯罪行為として取り扱うことを求めたときは、その内容が明白な虚偽又は著しく合理性

を欠くものである場合を除き、被害の届出を即時受理することとしていることから、その場合は、

警察と緊密に連携しつつ、その捜査・調査活動に協力すること。

（3）その他のいじめ事案への対応

警察においては、児童生徒の生命・身体の安全が脅かされていたり、そのおそれが高いとは言え

ない事案であって、当該児童生徒及びその保護者ともに警察で犯罪行為として取り扱うことを求め

ない事案を把握した場合には、当該児童生徒又はその保護者の同意を得て、学校や教育委員会に連

絡することとしている。こうした事案については、必要に応じて、警察に対し、加害児童生徒への

注意・説諭、加害児童生徒に指導する際の助言、いじめ防止を主眼とした非行防止教室の開催等の

協力を求めるとともに、対応状況や事案の経過について連絡するなど引き続き連携すること。

（4）いじめを受けた児童生徒に対する支援

いじめを受けた児童生徒の心のケアのため、特に必要と認められる場合には、学校に配置されて

いるスクールカウンセラー等とスクールサポーター等が連携することにより、より効果的な心のケ

アが行われるよう努めること。

24文科初第 1074号
平成 25年 1月 24日

各都道府県教育委員会教育長 殿

各指定都市教育委員会教育長 殿

各都道府県知事 殿

附属学校を置く各国立大学法人学長 殿

小中高等学校を設置する学校設置会社を

所轄する構造改革特別区域法第 12条第 1項の

認定を受けた各地方公共団体の長 殿

文部科学省初等中等教育局長

布村 幸彦

いじめ問題への的確な対応に向けた警察との連携について（通知）

いじめ事案に関する学校と警察との連携については、「犯罪行為として取り扱われるべきと認めら

れるいじめ事案に関する警察への相談・通報について」（平成 24 年 11 月 2 日付け文部科学省大臣官

房子ども安全対策支援室長・初等中等教育局長通知）において、学校から警察へ適切に相談・通報し、

警察と連携した対応を図ること等を求めているところです。

本日、警察庁において、各都道府県警察の長等に対し、別添のとおり、「学校におけるいじめ問題

への的確な対応について」（以下「別添通知」という。）が発出され、警察としても、いじめ事案へ

の必要な対応を的確に行うため、これまで以上に学校との連携を強化しなければならないことなどが

示されました。

別添通知においては、警察における、いじめ問題への対応に関する基本的な考え方が示されているほ

か、いじめ事案の早期把握について、「学校等との連携強化による早期把握」のため、積極的に進め

るべき取組が具体的に示されています。ここに示された事項については、学校及び教育委員会等とし

ても、主体的に警察と連携・協力し、取組を進めていただくべきものであると考えます。

また、別添通知においては、把握したいじめ事案について、警察として適確な対応を行うための配

意すべき点が具体的に示されていますが、学校及び教育委員会等が、警察における対応の考え方を理

解し、いじめ事案に関して、警察に対し適切に連携を求めていくことは、重要なことです。

ついては、都道府県・指定都市教育委員会教育長にあっては所管の学校及び域内の市区町村教育委

員会等に対して、都道府県知事及び構造改革特別区域法第 12 条第 1 項の認定を受けた地方公共団体

の長にあっては所轄の学校法人及び学校設置会社に対して、国立大学法人学長にあっては設置する附

属学校に対して、下記の事項に留意の上、別添通知について周知を図り、学校と警察の連携の一層の

強化が図られるよう、御指導をお願いします。

記

1 警察との連携強化によるいじめ事案の早期把握（別添通知 2（3）関連）

（1）警察との情報共有態勢の構築

いじめ事案のうち、その児童生徒の行為が犯罪行為として取り扱われるべきと認められる場合の

警察への早期の相談や、特にいじめられている児童生徒の生命又は身体の安全が脅かされている場

合の速やかな警察への通報に当たっては、学校や教育委員会と警察が日頃から緊密に情報共有でき

る態勢の構築が重要であることから、次の取組を積極的に進めること。

1 連絡窓口の指定

警察との間で連絡窓口となる担当教職員を指定しておくこと。

2 学校警察連絡協議会等の活用

警察への相談や通報を確実に行うため、学校警察連絡協議会等の場において認識の共有を図ると

ともに、相談等を行うべきか否か判断に迷うような場合も積極的に相談することをあらかじめ申
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し入れておくなど、警察と連携した早期の対応が可能となるよう相談等の促進を図ること。

また、学校警察連絡協議会等の場において、学校におけるいじめ問題に関する学校・教育委員会

と警察との連携について具体的に協議を行うなど、学校警察連絡協議会等の活性化を図ること。

3 警察との協定等の活用

学校・教育委員会と警察との相互連絡の枠組みに係る協定等において、連絡対象事案として犯罪

行為として取り扱われるべきと認められるいじめ事案を盛り込むことにより、連絡が一層円滑に行

われるよう当該協定等について必要な見直し等を行うこと。

（2）スクールサポーター制度の受入れ等

学校においては、警察署等に配置されているスクールサポーターによる学校訪問や校内巡回を求

めるなど、積極的な受入れを図ること。

また、教育委員会等においても、退職警察官等を活用した取組を進めるとともに、スクールサポ

ーター制度に類似した制度（生徒指導推進協力員など）を運用している場合には、その従事者と警

察署等との情報交換を行うための連絡協議会の開催等を通じて確実に警察との連携を図るよう努め

ること。

2 警察と連携したいじめ事案への適確な対応（別添通知 4関連）

（1）児童生徒の生命・身体の安全が脅かされているような重大ないじめ事案への対応

児童生徒の生命・身体の安全が現に脅かされているような重大事案及びこれに発展するおそれが

高い事案については、直ちに警察に通報するとともに、学校においては、警察との連携の下、いじ

められている児童生徒の安全の確保のため必要な措置を行い、事案の更なる深刻化の防止を図るこ

と。

（2）いじめられている児童生徒又はその保護者が犯罪行為として取り扱うことを求めるいじめ事案

への対応

警察においては、（1）の重大ないじめ事案に当たらない事案であっても、当該児童生徒又はそ

の保護者が犯罪行為として取り扱うことを求めたときは、その内容が明白な虚偽又は著しく合理性

を欠くものである場合を除き、被害の届出を即時受理することとしていることから、その場合は、

警察と緊密に連携しつつ、その捜査・調査活動に協力すること。

（3）その他のいじめ事案への対応

警察においては、児童生徒の生命・身体の安全が脅かされていたり、そのおそれが高いとは言え

ない事案であって、当該児童生徒及びその保護者ともに警察で犯罪行為として取り扱うことを求め

ない事案を把握した場合には、当該児童生徒又はその保護者の同意を得て、学校や教育委員会に連

絡することとしている。こうした事案については、必要に応じて、警察に対し、加害児童生徒への

注意・説諭、加害児童生徒に指導する際の助言、いじめ防止を主眼とした非行防止教室の開催等の

協力を求めるとともに、対応状況や事案の経過について連絡するなど引き続き連携すること。

（4）いじめを受けた児童生徒に対する支援

いじめを受けた児童生徒の心のケアのため、特に必要と認められる場合には、学校に配置されて

いるスクールカウンセラー等とスクールサポーター等が連携することにより、より効果的な心のケ

アが行われるよう努めること。
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エ 担当職員の対応能力の向上

相談者と信頼関係を築き、安心感を与えられる対応を可能とするよう、少年の心理等に関する知

識やカウンセリング技術の習得・向上を図るための各種教養や部外研修の受講機会を拡充するほ

か、いじめの実態等に関する知識を習得させるなど、少年相談活動に従事する職員のいじめ事案に

関する相談への対応能力の向上を図ること。

（2）その他の警察活動を通じた早期把握

少年の問題行動の背景にいじめがある場合もあり得ることから、いじめ事案の早期発見を図るた

め、非行少年の取調べや不良行為少年の街頭補導のほか、地域警察官の街頭活動を始めとするあら

ゆる警察活動に際し、いじめが潜在している可能性を念頭に置いて活動するよう努めるとともに、

いじめ事案に関する情報を把握した場合には、少年警察部門に情報集約すること。

（3）学校等との連携強化による早期把握

ア 学校等との情報共有態勢の構築

犯罪行為として取り扱われるべきと認められるいじめ事案について学校から相談等があった場合

には、警察としても、学校や教育委員会等（以下「学校等」という。）と連携して必要な対応を適

確に行わなければならないが、そのためにも、警察と学校等が日頃から緊密に情報共有できる態勢

の構築が重要であることから、次の取組を積極的に進めること。

（ア）連絡窓口の指定

警察と学校等との間で連絡窓口となる担当職員を指定しておくこと。

（イ）学校警察連絡協議会等の活用

いじめを行っている少年に対して学校で指導を行っているにもかかわらず、十分な効果を上げる

ことが困難である場合において、当該少年の行為が犯罪行為として取り扱われるべきと認められる

ときは、学校から警察に早期に相談することとされており、特に、被害少年の生命・身体の安全が

脅かされているような場合には、直ちに警察に通報する必要がある（「犯罪行為として取り扱われ

るべきと認められるいじめ事案に関する学校からの相談・通報への適確な対応について」（平成 24
年 11 月２日付け警察庁丁少発第 180 号）参照）ところ、これらの相談・通報が確実に行われるよ

う、学校警察連絡協議会等の場において認識の共有を図るとともに、相談等を行うべきか否か学校

が判断に迷うような場合には積極的に一報するよう申し入れるなど、連携した対応が早期に可能と

なるよう相談等の促進を図ること。

あわせて、学校警察連絡協議会等の場において学校におけるいじめ問題に関する警察と学校等との

連携について具体的に協議を行うなど、学校警察連絡協議会等の活性化を図ること。

（ウ）警察と学校等との協定等の活用

警察と学校等との相互連絡の枠組みに係る協定等における連絡対象事案として、犯罪行為として

取り扱われるべきと認められるいじめ事案を盛り込むことにより、連絡が一層円滑に行われるよう、

当該協定等について必要な見直し等を行うこと。

イ スクールサポーター制度の活用

スクールサポーターは、警察と学校との緊密な連携を図る上での架け橋として重要な役割を果た

していることから、スクールサポーター制度の拡充に努めるとともに、警察署等に積極的に配置し、

次の活動を行わせるなどして活用を推進すること。また、教育委員会等においてスクールサポータ

ー制度に類似した制度を運用している場合には、当該教育委員会等に対し、退職警察官の採用、従

事者と警察署等との情報交換を行うための連絡協議会の開催等を通じて確実に警察と学校等との連

携が図られるよう、強く要請すること。

（ア）学校への訪問活動の強化による情報の収集

学校への訪問活動を強化し、校内の巡回、教員等からの聞き取り等により、いじめを始めとする

少年の問題行動等に関する情報収集に努めるとともに、把握した情報については、学校及びスクー

ルサポーターが配置された警察署等（以下「配置署等」という。）に確実に連絡・報告すること

なお、活動を通じて、保護者等からいじめ事案に関する相談を受けた場合には、相談者の立場に

立った適切な指導・助言を行うこと。

（イ）犯罪行為として取り扱われるべきと認められるいじめ事案に関する速やかな連絡等

犯罪行為として取り扱われるべきと認められるいじめ事案を認知した場合には、学校及び配置署

等に速やかに連絡・報告するほか、警察に相談等を行うべきか否か学校が判断に迷うような場合等

警察庁丙少発第 1 号

平成 25 年 1 月 24 日

各都道府県警察の長 殿

（参考送付先）

庁内各局部課長

各附属機関の長

各地方機関の長

警察庁生活安全局長

学校におけるいじめ問題への的確な対応について

昨今、いじめを受けていた少年が自殺等深刻な事態に至ったという重大な事案が発生するなど、学

校におけるいじめ問題をめぐり少年の保護と非行防止の両面から憂慮すべき事態が生じている。

学校におけるいじめ問題については、一義的には教育現場における指導により重大な結果に至る前

に解決されるべきものであるが、警察としても、いじめ事案への必要な対応を適確に行うため、早期

把握に努めていく必要がある。いじめ事案は学校を中心に発生することから、学校が認知したいじめ

事案について適時・適切に連絡を受けることが必要不可欠であるなど、いじめ事案に的確に対応する

ためには、これまで以上に学校との連携を強化しなければならない。

そこで、各都道府県警察にあっては、下記のとおり、学校や教育委員会等とこれまで以上に緊密な

関係を構築するなどして、学校におけるいじめ問題に的確に対応されたい。

なお、本通達は文部科学省と協議済みであることを申し添える。

記

1 学校におけるいじめ問題への対応に関する基本的な考え方

学校におけるいじめ問題については、教育上の配慮等の観点から、一義的には教育現場における対

応を尊重しつつも、犯罪行為（触法行為を含む。以下同じ。）がある場合には、被害少年や保護者等

の意向や学校における対応状況等を踏まえながら、警察として必要な対応をとっていかなければなら

ない。特に、被害少年の生命・身体の安全が脅かされているような重大事案がある場合は、捜査、補

導等の措置を積極的に講じていく必要がある。

2 いじめ事案の早期把握

（1）少年相談活動による早期把握

少年相談活動は、学校におけるいじめ事案（以下単に「いじめ事案」という。）に関する情報が

警察に寄せられる機会であり、事案を早期に把握する上で重要であるため、次の点に配意して活動

を推進すること。

ア 少年相談活動の周知

警察の少年相談活動においていじめ事案に関する相談にも対応していることについて、非行防止

教室等の様々な機会を活用して、少年や保護者に対して積極的に周知すること。また、少年サポー

トセンターの警察施設外への設置や少年相談室の整備、少年相談専用電話のフリーダイヤル化、電

子メールによる相談窓口の開設等を引き続き推進するとともに、これら相談窓口についても周知を

図ること。

イ 相談内容等の的確な把握

いじめ事案に関する相談が寄せられた場合には、事案の内容や被害少年の置かれている状況を的

確に把握するため、事案の経過、その具体的な内容等を可能な限り詳細に聴取すること。そのため、

まず第一に、相談者の心情に配意した対応を行い、相談者との信頼関係の構築に努めること。

ウ 的確な対応

把握した事案の内容等に応じ、相談者の立場に立った適切な指導・助言を行うとともに、相談者

が求める場合には、警察から学校に連絡の上、連携した対応を迅速に行う旨説明するなど、相談者

に安心感を与えられるよう努めること。

㊢
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エ 担当職員の対応能力の向上

相談者と信頼関係を築き、安心感を与えられる対応を可能とするよう、少年の心理等に関する知

識やカウンセリング技術の習得・向上を図るための各種教養や部外研修の受講機会を拡充するほ

か、いじめの実態等に関する知識を習得させるなど、少年相談活動に従事する職員のいじめ事案に

関する相談への対応能力の向上を図ること。

（2）その他の警察活動を通じた早期把握

少年の問題行動の背景にいじめがある場合もあり得ることから、いじめ事案の早期発見を図るた

め、非行少年の取調べや不良行為少年の街頭補導のほか、地域警察官の街頭活動を始めとするあら

ゆる警察活動に際し、いじめが潜在している可能性を念頭に置いて活動するよう努めるとともに、

いじめ事案に関する情報を把握した場合には、少年警察部門に情報集約すること。

（3）学校等との連携強化による早期把握

ア 学校等との情報共有態勢の構築

犯罪行為として取り扱われるべきと認められるいじめ事案について学校から相談等があった場合

には、警察としても、学校や教育委員会等（以下「学校等」という。）と連携して必要な対応を適

確に行わなければならないが、そのためにも、警察と学校等が日頃から緊密に情報共有できる態勢

の構築が重要であることから、次の取組を積極的に進めること。

（ア）連絡窓口の指定

警察と学校等との間で連絡窓口となる担当職員を指定しておくこと。

（イ）学校警察連絡協議会等の活用

いじめを行っている少年に対して学校で指導を行っているにもかかわらず、十分な効果を上げる

ことが困難である場合において、当該少年の行為が犯罪行為として取り扱われるべきと認められる

ときは、学校から警察に早期に相談することとされており、特に、被害少年の生命・身体の安全が

脅かされているような場合には、直ちに警察に通報する必要がある（「犯罪行為として取り扱われ

るべきと認められるいじめ事案に関する学校からの相談・通報への適確な対応について」（平成 24
年 11 月２日付け警察庁丁少発第 180 号）参照）ところ、これらの相談・通報が確実に行われるよ

う、学校警察連絡協議会等の場において認識の共有を図るとともに、相談等を行うべきか否か学校

が判断に迷うような場合には積極的に一報するよう申し入れるなど、連携した対応が早期に可能と

なるよう相談等の促進を図ること。

あわせて、学校警察連絡協議会等の場において学校におけるいじめ問題に関する警察と学校等との

連携について具体的に協議を行うなど、学校警察連絡協議会等の活性化を図ること。

（ウ）警察と学校等との協定等の活用

警察と学校等との相互連絡の枠組みに係る協定等における連絡対象事案として、犯罪行為として

取り扱われるべきと認められるいじめ事案を盛り込むことにより、連絡が一層円滑に行われるよう、

当該協定等について必要な見直し等を行うこと。

イ スクールサポーター制度の活用

スクールサポーターは、警察と学校との緊密な連携を図る上での架け橋として重要な役割を果た

していることから、スクールサポーター制度の拡充に努めるとともに、警察署等に積極的に配置し、

次の活動を行わせるなどして活用を推進すること。また、教育委員会等においてスクールサポータ

ー制度に類似した制度を運用している場合には、当該教育委員会等に対し、退職警察官の採用、従

事者と警察署等との情報交換を行うための連絡協議会の開催等を通じて確実に警察と学校等との連

携が図られるよう、強く要請すること。

（ア）学校への訪問活動の強化による情報の収集

学校への訪問活動を強化し、校内の巡回、教員等からの聞き取り等により、いじめを始めとする

少年の問題行動等に関する情報収集に努めるとともに、把握した情報については、学校及びスクー

ルサポーターが配置された警察署等（以下「配置署等」という。）に確実に連絡・報告すること

なお、活動を通じて、保護者等からいじめ事案に関する相談を受けた場合には、相談者の立場に

立った適切な指導・助言を行うこと。

（イ）犯罪行為として取り扱われるべきと認められるいじめ事案に関する速やかな連絡等

犯罪行為として取り扱われるべきと認められるいじめ事案を認知した場合には、学校及び配置署

等に速やかに連絡・報告するほか、警察に相談等を行うべきか否か学校が判断に迷うような場合等
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25文科初第 246号
平成 25年 5月 16日

各都道府県教育委員会教育長 殿

各指定都市教育委員会教育長 殿

各都道府県知事 殿

附属学校を置く各国立大学法人学長 殿

小中高等学校を設置する学校設置会社を

所轄する構造改革特別区域法第 12条第 1項の

認定を受けた各地方公共団体の長 殿

文部科学省初等中等教育局長

布村 幸彦

早期に警察へ相談・通報すべきいじめ事案について（通知）

標記の件については、平成 24 年 11 月 2 日付初等中等教育局長通知「犯罪行為として取り扱われる

べきと認められるいじめ事案に関する警察への相談・通報について（通知）」において、犯罪行為と

して取り扱われるべきと認められる事案については、早期に警察に相談し、警察と連携した対応を取

ることが重要であること、また、いじめられている児童生徒の生命又は身体の安全が脅かされている

ような場合には、直ちに警察に通報することが必要であることを周知いたしました。

いじめの認知に当たっては、個々の行為がいじめに当たるか否かの判断を、いじめられた児童生徒

の立場に立って行い、認知したいじめには、迅速に対応することが必要ですが、このいじめの中には、

犯罪行為として取り扱われるべきと認められるものが含まれます。このいじめの対応に当たっては、

早期に警察に相談・通報の上、警察と連携した対応を取ることが必要です。

このため、別紙 1 のとおり、どのような行為が犯罪行為に該当するかについての理解が促されるよ

う、学校において生じる可能性がある犯罪行為等について、いじめの態様別に、取りまとめました。

ついては、下記の事項に留意の上、都道府県・指定都市教育委員会にあっては所管の学校及び域内

の市区町村教育委員会等に対して、都道府県知事にあっては所轄の私立学校に対して、国立大学法人

学長にあっては設置する附属学校に対し、構造改革特別区域法第 12 条第 1 項の認定を受けた各地方

公共団体の長にあっては認可した学校に対し、本通知及び別紙 1 について周知を図り、早期に警察に

相談・通報すべきいじめ事案について、学校現場の適切な理解が促されるよう御指導をお願いします。

また、平成 24 年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」（平成 25 年 5 月 16
日付初等中等教育局児童生徒課長通知において依頼）より、当該調査におけるいじめの定義において、

いじめの中には早期に警察に相談・通報することが必要なものが含まれること等を明記しました。別

紙 2 として添付した、平成 24 年度からの当該調査のいじめの定義について併せて確認の上、この趣

旨が当該調査の担当教職員のみならず、広く周知されるよう御指導をお願いします。

なお、本通知の内容については、警察庁生活安全局と調整済みであることを申し添えます。

記

1. いじめの認知に当たっては、個々の行為がいじめに当たるか否かの判断を、いじめられた児童生

徒の立場に立って行い、認知したいじめには、迅速に対応することが必要であるが、このいじめの

中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められるものが含まれる。

このため、このいじめの対応に当たっては、早期に警察に相談・通報の上、警察と連携した対応を

取ることが必要であること。

2. 個々のいじめ事案が、「犯罪行為として取り扱われるべきと認められるもの」に当たるか否かに

ついては、いじめの態様や加害児童生徒の状況等によって、的確に判断することが必要であり、平

素より、どのような行為が刑罰法規に該当するかについて、教職員の理解を深めておくことが必要

であること。

このため、各学校や教育委員会等においては、別紙 1 も参考に、指導資料の作成や研修の充実等

を図ることが必要であること。

3. 上記 1 の判断に迷う場合も含め、積極的に警察に相談できるよう、学校及び教育委員会等におい

ては、学校と警察との緊密な連携体制を構築しておくことが必要であること。

以上

には必要な助言を行い、警察と学校等が連携して早期に対応できるよう努めること。

3 いじめ事案に関する情報の集約及び共有等

（1）管轄署への情報の集約

いじめ事案への対応は学校等との連携を密にして行う必要があることから、いじめ事案に関する

情報を学校の所在地を管轄する警察署（以下「管轄署」という。）以外の警察署等が把握した場合

には、その内容を速やかに管轄署に連絡すること。

（2）関係する警察署等における情報の共有等

被害少年の求め等により管轄署以外の警察署等がいじめ事案への対応を主として行う場合には、

管轄署にその旨連絡した上、管轄署及び対応を行う警察署等は、当該事案に関する必要な情報を共

有するなどして、引き続き緊密に連携すること。

4 把握したいじめ事案への適確な対応

把握したいじめ事案については、事案の重大性及び緊急性、被害少年及びその保護者等の意向、

学校等の対応状況等を踏まえ、 次の点に配意して、警察として適確な対応を行うこと。

（1）被害少年の生命・身体の安全が脅かされているような重大ないじめ事案への対応

被害少年の生命・身体の安全が現に脅かされているような重大事案及びこれに発展するおそれが

高い事案については、迅速に捜査等に着手するとともに、学校等に対しても被害少年の保護のため

必要な措置を要請するなど、被害の更なる深刻化の防止を図ること。

（2）被害少年又はその保護者が犯罪行為として取り扱うことを求めるいじめ事案への対応

（1）の重大ないじめ事案に当たらない事案であっても、被害少年又はその保護者が犯罪行為とし

て取り扱うことを求めるときは、その内容が明白な虚偽又は著しく合理性を欠くものである場合を

除き、被害の届出を即時受理した上、学校等と緊密に連携しつつ、被害少年の立場に立った捜査・

調査活動を推進すること。

なお、警察による捜査等を契機として加害少年から謝罪等がされた結果、被害の届出が取り下げ

られるなどにより、立件に至らない場合もあり得るが、いじめ事案の円満な解決に寄与すること自

体が被害少年の立場に立った警察活動であるという認識を捜査幹部・捜査員に徹底すること。

（3）その他のいじめ事案への対応

被害少年の生命・身体の安全が脅かされていたり、そのおそれが高いとは言えない事案であって、

被害少年及びその保護者ともに警察で犯罪行為として取り扱うことを求めないものについては、一

義的には、教育現場における指導により解決されるよう、その対応を尊重することが適当である。

そのような事案を警察で把握した場合には、被害少年又はその保護者の同意を得て、学校等に連絡

の上、必要に応じて、加害少年の健全な育成を図るため注意・説諭をするほか、学校が加害少年に

指導する際の助言、いじめ防止を主眼とした非行防止教室の開催等の適切な支援を行うとともに、

学校等から対応状況や事案の経過について引き続き連絡を受けるなど、緊密に連携すること。

なお、学校等が加害少年に繰り返し指導を行っているにもかかわらず、十分な効果が見られない

ような場合には、必要に応じて、スクールサポーターを常駐させ、また、被害少年や保護者の意向

を再度確認するなど、警察としてのより主体的な対応を検討すること。

（4）被害少年に対する支援

被害少年の精神的被害を回復するために特に必要と認められる場合には、保護者の同意を得た上

で、少年サポートセンターを中心として、少年補導職員等により、カウンセリング等の継続的な支

援を行うとともに、支援をより効果的に実施するため、被害少年カウンセリングアドバイザーや被

害少年サポーター等の活用を図ること。

また、スクールサポーターによる被害少年への助言等についても、学校に配置されたカウンセラー

等や少年補導職員等の行うカウンセリング等と連携して効果的に行うよう努めること。
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25文科初第 246号
平成 25年 5月 16日

各都道府県教育委員会教育長 殿

各指定都市教育委員会教育長 殿

各都道府県知事 殿

附属学校を置く各国立大学法人学長 殿

小中高等学校を設置する学校設置会社を

所轄する構造改革特別区域法第 12条第 1項の

認定を受けた各地方公共団体の長 殿

文部科学省初等中等教育局長

布村 幸彦

早期に警察へ相談・通報すべきいじめ事案について（通知）

標記の件については、平成 24 年 11 月 2 日付初等中等教育局長通知「犯罪行為として取り扱われる

べきと認められるいじめ事案に関する警察への相談・通報について（通知）」において、犯罪行為と

して取り扱われるべきと認められる事案については、早期に警察に相談し、警察と連携した対応を取

ることが重要であること、また、いじめられている児童生徒の生命又は身体の安全が脅かされている

ような場合には、直ちに警察に通報することが必要であることを周知いたしました。

いじめの認知に当たっては、個々の行為がいじめに当たるか否かの判断を、いじめられた児童生徒

の立場に立って行い、認知したいじめには、迅速に対応することが必要ですが、このいじめの中には、

犯罪行為として取り扱われるべきと認められるものが含まれます。このいじめの対応に当たっては、

早期に警察に相談・通報の上、警察と連携した対応を取ることが必要です。

このため、別紙 1 のとおり、どのような行為が犯罪行為に該当するかについての理解が促されるよ

う、学校において生じる可能性がある犯罪行為等について、いじめの態様別に、取りまとめました。

ついては、下記の事項に留意の上、都道府県・指定都市教育委員会にあっては所管の学校及び域内

の市区町村教育委員会等に対して、都道府県知事にあっては所轄の私立学校に対して、国立大学法人

学長にあっては設置する附属学校に対し、構造改革特別区域法第 12 条第 1 項の認定を受けた各地方

公共団体の長にあっては認可した学校に対し、本通知及び別紙 1 について周知を図り、早期に警察に

相談・通報すべきいじめ事案について、学校現場の適切な理解が促されるよう御指導をお願いします。

また、平成 24 年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」（平成 25 年 5 月 16
日付初等中等教育局児童生徒課長通知において依頼）より、当該調査におけるいじめの定義において、

いじめの中には早期に警察に相談・通報することが必要なものが含まれること等を明記しました。別

紙 2 として添付した、平成 24 年度からの当該調査のいじめの定義について併せて確認の上、この趣

旨が当該調査の担当教職員のみならず、広く周知されるよう御指導をお願いします。

なお、本通知の内容については、警察庁生活安全局と調整済みであることを申し添えます。

記

1. いじめの認知に当たっては、個々の行為がいじめに当たるか否かの判断を、いじめられた児童生

徒の立場に立って行い、認知したいじめには、迅速に対応することが必要であるが、このいじめの

中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認められるものが含まれる。

このため、このいじめの対応に当たっては、早期に警察に相談・通報の上、警察と連携した対応を

取ることが必要であること。

2. 個々のいじめ事案が、「犯罪行為として取り扱われるべきと認められるもの」に当たるか否かに

ついては、いじめの態様や加害児童生徒の状況等によって、的確に判断することが必要であり、平

素より、どのような行為が刑罰法規に該当するかについて、教職員の理解を深めておくことが必要

であること。

このため、各学校や教育委員会等においては、別紙 1 も参考に、指導資料の作成や研修の充実等

を図ることが必要であること。

3. 上記 1 の判断に迷う場合も含め、積極的に警察に相談できるよう、学校及び教育委員会等におい

ては、学校と警察との緊密な連携体制を構築しておくことが必要であること。

以上
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金品を隠されたり、 窃盗 第 235 条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10
盗まれたり、壊され （刑法第 235条） 年以下の懲役又は 50万円以下の罰金に処する。

たり、捨てられたり 事例：教科書等の所持品を盗む。
する。

器物損壊等 第 261条 前 3条に規定するもの（公用文書等毀棄、私用文

（刑法第 261条） 書等毀棄、建造物等損壊及び同致死傷）のほか、他人の物

を損壊し、又は傷害した者は、3 年以下の懲役又は 30 万円

以下の罰金若しくは科料に処する。

事例：自転車を故意に破損させる。

冷やかしやからかい、 脅迫 第 222 条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加

悪口や脅し文句、嫌 （刑法第 222条） える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は 30
なことを言われる 万円以下の罰金に処する。

2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加え

る旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

事例：学校に来たら危害を加えると脅す。

名誉毀損、侮辱 第 230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、

（刑法第 230条、 その事実の有無にかかわらず、3 年以下の懲役若しくは禁錮

231条） 又は 50万円以下の罰金に処する。

2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示すること

によってした場合でなければ、罰しない。

第 231 条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者

は、拘留又は科料に処する。

事例：校内や地域の壁や掲示板に実名を挙げて、「万引きを

していた」、気持ち悪い、うざい、などと悪口を書く。

パソコンや携帯電話 脅迫 第 222 条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加

等で、誹謗中傷や嫌 （刑法第 222条） える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は 30
なことをされる。 万円以下の罰金に処する。

2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加え

る旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

事例：学校に来たら危害を加えると脅すメールを送る。

名誉毀損、侮辱 第 230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、

（刑法第 230条、 その事実の有無にかかわらず、3 年以下の懲役若しくは禁錮

231条） 又は 50万円以下の罰金に処する。

2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示すること

によってした場合でなければ、罰しない。

第 231 条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者

は、拘留又は科料に処する。

事例：特定の人物を誹謗中傷するため、インターネット上

のサイトに実名を挙げて「万引きをしていた」、気持ち悪い、

うざい、などと悪口を書く。

パソコンや携帯電話 児童ポルノ提供 第 7条 （略）

等で、誹謗中傷や嫌 等 2～ 3 （略）

なことをされる。 （児童買春、児 4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公

童 ポルノに係 然と陳列した者は、5 年以下の懲役若しくは 500 万円以下の

る行為等の処罰 罰金に処し、又はこれを併科する。（略）

及び児童の保護 5 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持

等に関する法律 し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、

第 7条） 同項と同様とする。（略）

6 （略）

事例：携帯電話で児童生徒の性器の写真を撮り、インター

ネット上のサイトに掲載する。

（※）いじめの態様：「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」における「いじめ」の調査項目の「いじめの態様」

以上

（別紙 1）学校において生じる可能性がある犯罪行為等について

1．警察への通報・相談に係る基本的な考え方

（1）学校や教育委員会においていじめる児童生徒に対して必要な教育上の指導を行っているにもか

かわらず、その指導により十分な効果を上げることが困難である場合において、その生徒の行為

が犯罪行為として取り扱われるべきと認められるときは、被害児童生徒を徹底して守り通すとい

う観点から、学校においてはためらうことなく早期に警察に相談し、警察と連携した対応を取る

ことが重要。

（2）いじめられている児童生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるような場合には、直ち

に警察に通報することが必要。

2．学校において生じる可能性がある犯罪行為等

以下の「事例」は過去にあった事案を踏まえたものであり、刑罰法規に対応した具体例を示すこと

で理解を深めるためのものである。個々の事案について、警察へ相談・通報すべきか否かは、記載さ

れている事例を参考にして、上記 1．の考え方に基づいて判断することが必要である。

いじめの態様（※） 刑罰法規及び事例

ひどくぶつかられた 暴行 第 208 条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかった

り、叩かれたり、蹴 （刑法第 208条） ときは、2 年以下の懲役若しくは 30 万円以下の罰金又は拘

られたりする。 留若しくは科料に処する。

事例：同級生の腹を繰り返し殴ったり蹴ったりする。

傷害 第 204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は 50
（刑法第 204条） 万円以下の罰金に処する。

事例：顔面を殴打しあごの骨を折るケガを負わせる。

軽くぶつかられたり、 暴行 第 208 条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかった

遊ぶふりをして叩か （刑法第 208条） ときは、2 年以下の懲役若しくは 30 万円以下の罰金又は拘

れたり、蹴られたり 留若しくは科料に処する。

する。 事例：プロレスと称して同級生を押さえつけたり投げたり

する。

嫌なことや恥ずかし 強要 第 223 条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害

いこと、危険なこと （刑法第 223条） を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義

をされたり、させら 務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3
れたりする。 年以下の懲役に処する。

2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加え

る旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又

は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。

3 前 2項の罪の未遂は、罰する。

事例：断れば危害を加えると脅し、汚物を口にいれさせる。

強制わいせつ 第 176 条 13 歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いて

（刑法第 176条） わいせつな行為をした者は、6 月以上 10 年以下の懲役に処

する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、

同様とする。

事例：断れば危害を加えると脅し、性器を触る。

金品をたかられる。 恐喝 第 249 条 人を恐喝して財物を交付させた者は、10 年以下

（刑法第 249条） の懲役に処する。

2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人に

これを得させた者も、同項と同様とする。

事例：断れば危害を加えると脅し、現金等を巻き上げる。
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金品を隠されたり、 窃盗 第 235 条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10
盗まれたり、壊され （刑法第 235条） 年以下の懲役又は 50万円以下の罰金に処する。

たり、捨てられたり 事例：教科書等の所持品を盗む。
する。

器物損壊等 第 261条 前 3条に規定するもの（公用文書等毀棄、私用文

（刑法第 261条） 書等毀棄、建造物等損壊及び同致死傷）のほか、他人の物

を損壊し、又は傷害した者は、3 年以下の懲役又は 30 万円

以下の罰金若しくは科料に処する。

事例：自転車を故意に破損させる。

冷やかしやからかい、 脅迫 第 222 条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加

悪口や脅し文句、嫌 （刑法第 222条） える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は 30
なことを言われる 万円以下の罰金に処する。

2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加え

る旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

事例：学校に来たら危害を加えると脅す。

名誉毀損、侮辱 第 230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、

（刑法第 230条、 その事実の有無にかかわらず、3 年以下の懲役若しくは禁錮

231条） 又は 50万円以下の罰金に処する。

2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示すること

によってした場合でなければ、罰しない。

第 231 条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者

は、拘留又は科料に処する。

事例：校内や地域の壁や掲示板に実名を挙げて、「万引きを

していた」、気持ち悪い、うざい、などと悪口を書く。

パソコンや携帯電話 脅迫 第 222 条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加

等で、誹謗中傷や嫌 （刑法第 222条） える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は 30
なことをされる。 万円以下の罰金に処する。

2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加え

る旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

事例：学校に来たら危害を加えると脅すメールを送る。

名誉毀損、侮辱 第 230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、

（刑法第 230条、 その事実の有無にかかわらず、3 年以下の懲役若しくは禁錮

231条） 又は 50万円以下の罰金に処する。

2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示すること

によってした場合でなければ、罰しない。

第 231 条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者

は、拘留又は科料に処する。

事例：特定の人物を誹謗中傷するため、インターネット上

のサイトに実名を挙げて「万引きをしていた」、気持ち悪い、

うざい、などと悪口を書く。

パソコンや携帯電話 児童ポルノ提供 第 7条 （略）

等で、誹謗中傷や嫌 等 2～ 3 （略）

なことをされる。 （児童買春、児 4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公

童 ポルノに係 然と陳列した者は、5 年以下の懲役若しくは 500 万円以下の

る行為等の処罰 罰金に処し、又はこれを併科する。（略）

及び児童の保護 5 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持

等に関する法律 し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、

第 7条） 同項と同様とする。（略）

6 （略）

事例：携帯電話で児童生徒の性器の写真を撮り、インター

ネット上のサイトに掲載する。

（※）いじめの態様：「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」における「いじめ」の調査項目の「いじめの態様」

以上
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市町村教育委員会が出席停止制度を運用する際には、校長の意見を十分尊重することが望ましい。

（３）事前の指導の在り方

児童生徒の問題行動に対応するためには、日ごろからの生徒指導を充実することが、まずもって

必要であり、学校が最大限の努力を行っても解決せず、他の児童生徒の教育が妨げられている場合

に、出席停止の措置が講じられることになる。このため、特に次のような点に留意して指導に当た

ることが大切である。なお、公立の小学校及び中学校については、自宅謹慎，自宅学習等を命ずる

ことは法令上許されておらず、こうした措置は、出席停止の在り方について十分な理解がなされ、

適切な運用が行われることによって解消が図られるべきものである。 各教科、道徳、特別活動、

総合的な学習の時間など学校の教育活動全体を通じ、教職員が一致協力して社会性や規範意識など

豊かな人間性を育成する指導を徹底すること。その際、ボランティア活動など社会奉仕体験活動、

自然体験活動その他の体験活動を効果的に取り入れること。

教職員が児童生徒の悩みや不安を受け止め、カウンセリングマインドを持って接するよう努め

ること。併せてスクールカウンセラーを有効に活用するなど校内の教育相談の充実を図ること。

問題行動の兆候を見逃さず、適切な対応を行うとともに、問題行動の発生に際しては、教職員

が共通理解の下に毅然とした態度で指導に当たること。暴力行為に及ぶ児童生徒に対し、教職員は、

正当防衛としての行為をするなどの対応もあり得ること。体罰については、学校教育法第１１条に

より厳に禁止されているものであること。

問題を抱え込むことなく、家庭や地域社会、さらには児童相談所や警察などの関係機関との連

携を密にすること。生徒指導の方針や実情について説明責任を果たし、外部の意見を教育活動に適

切に反映させること。実情に応じて、サポートチーム（個々の児童生徒の状況に応じ、問題行動の

解決に向けて学校、教育委員会及び関係機関等が組織するチーム）など、地域ぐるみの支援体制を

整備して指導に当たること。

深刻な問題行動を起こす児童生徒については、前述の対応や個別の指導・説諭を行うほか、必

要と認められる場合には、学校や児童生徒の実態に応じて十分に配慮しつつ、一定期間、校内にお

いて他の児童生徒と異なる場所で特別の指導計画を立てて指導すること。さらに、児童生徒に対す

る指導の過程において、家庭との連携を図り、保護者への適切な指導・助言・援助を行うこと。

２ 要件について

問題行動を起こす児童生徒がある場合、出席停止の適用の判断については、前述の１（１）に示

した出席停止制度の趣旨や意義にかんがみ、多くの児童生徒の安全や教育を受ける権利を保障する

観点を重視しつつ、個々の事例に即して具体的かつ客観的に行われなければならない。

出席停止の適用に当たっては、「性行不良」であること、「他の児童生徒の教育に妨げがある」

と認められることの二つが基本的な要件となっており、今回の法改正では、法律上の要件を明確化

する観点から、「性行不良」に関して、四つの行為類型をそれぞれ各号に掲げ、それらを「一又は

二以上を繰り返し行う」ことを例示として規定したものである（第１項）。

第１号は、他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為であり、その例とし

ては、他の児童生徒に対する威嚇、金品の強奪、暴行等が挙げられる。なお、いじめについては、

その態様は様々であるが、傷害には至らなくとも一定の限度を超えて心身の苦痛を与える行為に関

しては、出席停止の対象とすることがあり得るところであり、いじめられている児童生徒を守るた

め、適切な対応をとる必要がある。

第２号は、職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為であり、その例としては、職員に対する威嚇、

暴言、暴行等が挙げられる。なお、財産上の損失を与える行為については、職員の場合、成人であ

ることを考慮し、児童生徒と異なり本号では規定していない。

第３号は、施設又は設備を損壊する行為であり、その例としては、窓ガラスや机、教育機器など

を破壊する行為が挙げられる。

第４号は、授業その他の教育活動の実施を妨げる行為であり、その例としては、授業妨害のほか、

騒音の発生、教室への勝手な出入り等が挙げられる。

抜粋

13文科初 725号
平成 13年 11月 6日

各都道府県教育委員会教育長あて

文部科学省初等中等教育局長通知

出席停止制度の運用の在り方について（通知）

先の第１５１回国会において成立した「学校教育法の一部を改正する法律」の改正の趣旨及び概要

については、既に本年７月１１日付け文部科学事務次官通知（文科初第４６６号）により通知したと

ころであり、公立の小学校及び中学校の出席停止制度に関しては、その一層適切な運用を期するため、

要件の明確化、手続に関する規定の整備、出席停止期間中の学習支援等の措置を講ずることを内容と

する改善が図られました（第２６条関係）。この出席停止に関する改正規定の施行日は、平成１４年

１月１１日となっております。

一方、先般公表した「平成１２年度児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」の速

報値によれば、暴力行為の発生件数が過去最高となるなど、生徒指導上の諸問題は憂慮すべき状況に

あります。

このような状況を踏まえ、文部科学省では、今後の出席停止制度の運用の在り方について、従来の

昭和５８年１２月５日付け文初中第３２２号「公立の小学校及び中学校における出席停止等の措置に

ついて」の内容に関して、法改正を踏まえた所要の見直しを図り、下記のとおり留意点をとりまとめ

ました。ついては、各都道府県におかれては、これに関して十分に御理解いただき、域内の市町村教

育委員会等に対して、改正の趣旨について周知を図るとともに、必要に応じて指導、助言又は援助を

お願いします。

なお、本通知に関しては、その内容について、内閣府、警察庁、法務省及び厚生労働省と協議済み

であり、また、これらの府省庁に対し、それぞれの関係機関等に本通知の内容の周知方を依頼してあ

ることを申し添えます。

記

１ 制度の運用の基本的な在り方について

（１）制度の趣旨・意義

出席停止の制度は、本人に対する懲戒という観点からではなく、学校の秩序を維持し、他の児童

生徒の義務教育を受ける権利を保障するという観点から設けられた制度である。

もとより、学校は児童生徒が安心して学ぶことができる場でなければならず、その生命及び心身

の安全を確保することが学校及び教育委員会に課せられた基本的な責務である。こうした責務を果

たしていくため、教育委員会においては、今回の法改正の趣旨を踏まえ、定められた要件に基づき、

適正な手続を踏みつつ、出席停止制度を一層適切に運用することが必要である。また、出席停止制

度の運用に当たっては、他の児童生徒の安全や教育を受ける権利を保障すると同時に、出席停止の

期間において当該児童生徒に対する学習の支援など教育上必要な措置を講ずることが必要である。

（２）市町村教育委員会の権限と責任

出席停止の措置は、国民の就学義務とも関わる重要な措置であることにかんがみ、市町村教育委

員会の権限と責任において行われるものとされている。具体的には、出席停止に関し、事前の指導、

措置の適用の決定、期間中及び期間後の指導、関係機関との連携等にわたって市町村教育委員会が

責任を持って対処する必要がある。特に、今回の法改正では、事前の手続及び出席停止期間中の学

習支援等について規定されるなど、制度の運用上、市町村教育委員会が一層適切な役割を果たすこ

とが求められている。

こうしたことを踏まえ、市町村教育委員会において、出席停止を命ずる権限を校長に委任するこ

とや、校長の専決によって出席停止を命ずることについては、慎重である必要がある。もとより、

校長は、学校の実態を把握し、その安全管理や教育活動について責任を負う立場にあることから、
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市町村教育委員会が出席停止制度を運用する際には、校長の意見を十分尊重することが望ましい。

（３）事前の指導の在り方

児童生徒の問題行動に対応するためには、日ごろからの生徒指導を充実することが、まずもって

必要であり、学校が最大限の努力を行っても解決せず、他の児童生徒の教育が妨げられている場合

に、出席停止の措置が講じられることになる。このため、特に次のような点に留意して指導に当た

ることが大切である。なお、公立の小学校及び中学校については、自宅謹慎，自宅学習等を命ずる

ことは法令上許されておらず、こうした措置は、出席停止の在り方について十分な理解がなされ、

適切な運用が行われることによって解消が図られるべきものである。 各教科、道徳、特別活動、

総合的な学習の時間など学校の教育活動全体を通じ、教職員が一致協力して社会性や規範意識など

豊かな人間性を育成する指導を徹底すること。その際、ボランティア活動など社会奉仕体験活動、

自然体験活動その他の体験活動を効果的に取り入れること。

教職員が児童生徒の悩みや不安を受け止め、カウンセリングマインドを持って接するよう努め

ること。併せてスクールカウンセラーを有効に活用するなど校内の教育相談の充実を図ること。

問題行動の兆候を見逃さず、適切な対応を行うとともに、問題行動の発生に際しては、教職員

が共通理解の下に毅然とした態度で指導に当たること。暴力行為に及ぶ児童生徒に対し、教職員は、

正当防衛としての行為をするなどの対応もあり得ること。体罰については、学校教育法第１１条に

より厳に禁止されているものであること。

問題を抱え込むことなく、家庭や地域社会、さらには児童相談所や警察などの関係機関との連

携を密にすること。生徒指導の方針や実情について説明責任を果たし、外部の意見を教育活動に適

切に反映させること。実情に応じて、サポートチーム（個々の児童生徒の状況に応じ、問題行動の

解決に向けて学校、教育委員会及び関係機関等が組織するチーム）など、地域ぐるみの支援体制を

整備して指導に当たること。

深刻な問題行動を起こす児童生徒については、前述の対応や個別の指導・説諭を行うほか、必

要と認められる場合には、学校や児童生徒の実態に応じて十分に配慮しつつ、一定期間、校内にお

いて他の児童生徒と異なる場所で特別の指導計画を立てて指導すること。さらに、児童生徒に対す

る指導の過程において、家庭との連携を図り、保護者への適切な指導・助言・援助を行うこと。

２ 要件について

問題行動を起こす児童生徒がある場合、出席停止の適用の判断については、前述の１（１）に示

した出席停止制度の趣旨や意義にかんがみ、多くの児童生徒の安全や教育を受ける権利を保障する

観点を重視しつつ、個々の事例に即して具体的かつ客観的に行われなければならない。

出席停止の適用に当たっては、「性行不良」であること、「他の児童生徒の教育に妨げがある」

と認められることの二つが基本的な要件となっており、今回の法改正では、法律上の要件を明確化

する観点から、「性行不良」に関して、四つの行為類型をそれぞれ各号に掲げ、それらを「一又は

二以上を繰り返し行う」ことを例示として規定したものである（第１項）。

第１号は、他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為であり、その例とし

ては、他の児童生徒に対する威嚇、金品の強奪、暴行等が挙げられる。なお、いじめについては、

その態様は様々であるが、傷害には至らなくとも一定の限度を超えて心身の苦痛を与える行為に関

しては、出席停止の対象とすることがあり得るところであり、いじめられている児童生徒を守るた

め、適切な対応をとる必要がある。

第２号は、職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為であり、その例としては、職員に対する威嚇、

暴言、暴行等が挙げられる。なお、財産上の損失を与える行為については、職員の場合、成人であ

ることを考慮し、児童生徒と異なり本号では規定していない。

第３号は、施設又は設備を損壊する行為であり、その例としては、窓ガラスや机、教育機器など

を破壊する行為が挙げられる。

第４号は、授業その他の教育活動の実施を妨げる行為であり、その例としては、授業妨害のほか、

騒音の発生、教室への勝手な出入り等が挙げられる。
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び団体の連携を図るため、条例の定めるところにより、学校、

教育委員会、児童相談所、法務局又は地方法務局、都道府県警

察その他の関係者により構成されるいじめ問題対策連絡協議会

を置くことができる。

2 都道府県は、前項のいじめ問題対策連絡協議会を置いた場

合には、当該いじめ問題対策連絡協議会におけるいじめの防止

等に関係する機関及び団体の連携が当該都道府県の区域内の市

町村が設置する学校におけるいじめの防止等に活用されるよ

う、当該いじめ問題対策連絡協議会と当該市町村の教育委員会

との連携を図るために必要な措置を講ずるものとする。

3 前二項の規定を踏まえ、教育委員会といじめ問題対策連絡

協議会との円滑な連携の下に、地方いじめ防止基本方針に基づ

く地域におけるいじめの防止等のための対策を実効的に行うよ

うにするため必要があるときは、教育委員会に附属機関として

必要な組織を置くことができるものとする。

第三章 基本的施策

（学校におけるいじめの防止）

第十五条 学校の設置者及びその設置する学校は、児童等の豊

かな情操と道徳心を培い、心の通う対人交流の能力の素地を養

うことがいじめの防止に資することを踏まえ、全ての教育活動

を通じた道徳教育及び体験活動等の充実を図らなければならな

い。

2 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校における

いじめを防止するため、当該学校に在籍する児童等の保護者、

地域住民その他の関係者との連携を図りつつ、いじめの防止に

資する活動であって当該学校に在籍する児童等が自主的に行う

ものに対する支援、当該学校に在籍する児童等及びその保護者

並びに当該学校の教職員に対するいじめを防止することの重要

性に関する理解を深めるための啓発その他必要な措置を講ずる

ものとする。

（いじめの早期発見のための措置）

第十六条 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校に

おけるいじめを早期に発見するため、当該学校に在籍する児童

等に対する定期的な調査その他の必要な措置を講ずるものとす

る。

2 国及び地方公共団体は、いじめに関する通報及び相談を受

け付けるための体制の整備に必要な施策を講ずるものとする。

3 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校に在籍す

る児童等及びその保護者並びに当該学校の教職員がいじめに係

る相談を行うことができる体制（次項において「相談体制」と

いう。）を整備するものとする。

4 学校の設置者及びその設置する学校は、相談体制を整備す

るに当たっては、家庭、地域社会等との連携の下、いじめを受

けた児童等の教育を受ける権利その他の権利利益が擁護される

よう配慮するものとする。

（関係機関等との連携等）

第十七条 国及び地方公共団体は、いじめを受けた児童等又は

その保護者に対する支援、いじめを行った児童等に対する指導

又はその保護者に対する助言その他のいじめの防止等のための

対策が関係者の連携の下に適切に行われるよう、関係省庁相互

間その他関係機関、学校、家庭、地域社会及び民間団体の間の

連携の強化、民間団体の支援その他必要な体制の整備に努める

ものとする。

（いじめの防止等のための対策に従事する人材の確保及び資質

の向上）

第十八条 国及び地方公共団体は、いじめを受けた児童等又は

その保護者に対する支援、いじめを行った児童等に対する指導

又はその保護者に対する助言その他のいじめの防止等のための

対策が専門的知識に基づき適切に行われるよう、教員の養成及

び研修の充実を通じた教員の資質の向上、生徒指導に係る体制

等の充実のための教諭、養護教諭その他の教員の配置、心理、

福祉等に関する専門的知識を有する者であっていじめの防止を

含む教育相談に応じるものの確保、いじめへの対処に関し助言

を行うために学校の求めに応じて派遣される者の確保等必要な

措置を講ずるものとする。

2 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校の教職員

に対し、いじめの防止等のための対策に関する研修の実施その

他のいじめの防止等のための対策に関する資質の向上に必要な

措置を計画的に行わなければならない。

（インターネットを通じて行われるいじめに対する対策の推進）

第十九条 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校に

在籍する児童等及びその保護者が、発信された情報の高度の流

通性、発信者の匿名性その他のインターネットを通じて送信さ

れる情報の特性を踏まえて、インターネットを通じて行われる

いじめを防止し、及び効果的に対処することができるよう、こ

れらの者に対し、必要な啓発活動を行うものとする。

2 国及び地方公共団体は、児童等がインターネットを通じて

行われるいじめに巻き込まれていないかどうかを監視する関係

機関又は関係団体の取組を支援するとともに、インターネット

を通じて行われるいじめに関する事案に対処する体制の整備に

努めるものとする。

3 インターネットを通じていじめが行われた場合において、

当該いじめを受けた児童等又はその保護者は、当該いじめに係

る情報の削除を求め、又は発信者情報（特定電気通信役務提供

者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律

（平成十三年法律第百三十七号）第四条第一項に規定する発信

者情報をいう。）の開示を請求しようとするときは、必要に応

じ、法務局又は地方法務局の協力を求めることができる。

（いじめの防止等のための対策の調査研究の推進等）

第二十条 国及び地方公共団体は、いじめの防止及び早期発見

のための方策等、いじめを受けた児童等又はその保護者に対す

る支援及びいじめを行った児童等に対する指導又はその保護者

に対する助言の在り方、インターネットを通じて行われるいじ

めへの対応の在り方その他のいじめの防止等のために必要な事

項やいじめの防止等のための対策の実施の状況についての調査

研究及び検証を行うとともに、その成果を普及するものとする。

（啓発活動）

第二十一条 国及び地方公共団体は、いじめが児童等の心身に

及ぼす影響、いじめを防止することの重要性、いじめに係る相

談制度又は救済制度等について必要な広報その他の啓発活動を

行うものとする。

第四章 いじめの防止等に関する措置

（学校におけるいじめの防止等の対策のための組織）

第二十二条 学校は、当該学校におけるいじめの防止等に関す

る措置を実効的に行うため、当該学校の複数の教職員、心理、

福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者により

構成されるいじめの防止等の対策のための組織を置くものとす

る。

（いじめに対する措置）

第二十三条 学校の教職員、地方公共団体の職員その他の児童

等からの相談に応じる者及び児童等の保護者は、児童等からい

じめに係る相談を受けた場合において、いじめの事実があると

思われるときは、いじめを受けたと思われる児童等が在籍する

学校への通報その他の適切な措置をとるものとする。

2 学校は、前項の規定による通報を受けたときその他当該学

いじめ防止対策推進法（平成 25年法律第 71号）

第一章 総則

（目的）

第一条 この法律は、いじめが、いじめを受けた児童等の教育

を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格

の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に

重大な危険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み、

児童等の尊厳を保持するため、いじめの防止等（いじめの防止、

いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。）の

ための対策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体等の

責務を明らかにし、並びにいじめの防止等のための対策に関す

る基本的な方針の策定について定めるとともに、いじめの防止

等のための対策の基本となる事項を定めることにより、いじめ

の防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目

的とする。

（定義）

第二条 この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、

当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定

の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を

与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）

であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じ

ているものをいう。

2 この法律において「学校」とは、学校教育法（昭和二十二

年法律第二十六号）第一条に規定する小学校、中学校、高等学

校、中等教育学校及び特別支援学校（幼稚部を除く。）をいう。

3 この法律において「児童等」とは、学校に在籍する児童又

は生徒をいう。

4 この法律において「保護者」とは、親権を行う者（親権を

行う者のないときは、未成年後見人）をいう。

（基本理念）

第三条 いじめの防止等のための対策は、いじめが全ての児童

等に関係する問題であることに鑑み、児童等が安心して学習そ

の他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず

いじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなけ

ればならない。

2 いじめの防止等のための対策は、全ての児童等がいじめを

行わず、及び他の児童等に対して行われるいじめを認識しなが

らこれを放置することがないようにするため、いじめが児童等

の心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する児童等の理

解を深めることを旨として行われなければならない。

3 いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた児童等の

生命及び心身を保護することが特に重要であることを認識しつ

つ、国、地方公共団体、学校、地域住民、家庭その他の関係者

の連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行われな

ければならない。

（いじめの禁止）

第四条 児童等は、いじめを行ってはならない。

（国の責務）

第五条 国は、第三条の基本理念（以下「基本理念」という。）

にのっとり、いじめの防止等のための対策を総合的に策定し、

及び実施する責務を有する。

（地方公共団体の責務）

第六条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、いじめの防止

等のための対策について、国と協力しつつ、当該地域の状況に

応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

（学校の設置者の責務）

第七条 学校の設置者は、基本理念にのっとり、その設置する

学校におけるいじめの防止等のために必要な措置を講ずる責務

を有する。

（学校及び学校の教職員の責務）

第八条 学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該

学校に在籍する児童等の保護者、地域住民、児童相談所その他

の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早

期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじ

めを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処

する責務を有する。

（保護者の責務等）

第九条 保護者は、子の教育について第一義的責任を有するも

のであって、その保護する児童等がいじめを行うことのないよ

う、当該児童等に対し、規範意識を養うための指導その他の必

要な指導を行うよう努めるものとする。

2 保護者は、その保護する児童等がいじめを受けた場合には、

適切に当該児童等をいじめから保護するものとする。

3 保護者は、国、地方公共団体、学校の設置者及びその設置

する学校が講ずるいじめの防止等のための措置に協力するよう

努めるものとする。

4 第一項の規定は、家庭教育の自主性が尊重されるべきこと

に変更を加えるものと解してはならず、また、前三項の規定は、

いじめの防止等に関する学校の設置者及びその設置する学校の

責任を軽減するものと解してはならない。

（財政上の措置等）

第十条 国及び地方公共団体は、いじめの防止等のための対策

を推進するために必要な財政上の措置その他の必要な措置を講

ずるよう努めるものとする。

第二章 いじめ防止基本方針等

（いじめ防止基本方針）

第十一条 文部科学大臣は、関係行政機関の長と連携協力して、

いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するた

めの基本的な方針（以下「いじめ防止基本方針」という。）を

定めるものとする。

2 いじめ防止基本方針においては、次に掲げる事項を定める

ものとする。

一 いじめの防止等のための対策の基本的な方向に関する事項

二 いじめの防止等のための対策の内容に関する事項

三 その他いじめの防止等のための対策に関する重要事項

（地方いじめ防止基本方針）

第十二条 地方公共団体は、いじめ防止基本方針を参酌し、そ

の地域の実情に応じ、当該地方公共団体におけるいじめの防止

等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な

方針（以下「地方いじめ防止基本方針」という。）を定めるよ

う努めるものとする。

（学校いじめ防止基本方針）

第十三条 学校は、いじめ防止基本方針又は地方いじめ防止基

本方針を参酌し、その学校の実情に応じ、当該学校におけるい

じめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定めるもの

とする。

（いじめ問題対策連絡協議会）

第十四条 地方公共団体は、いじめの防止等に関係する機関及
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び団体の連携を図るため、条例の定めるところにより、学校、

教育委員会、児童相談所、法務局又は地方法務局、都道府県警

察その他の関係者により構成されるいじめ問題対策連絡協議会

を置くことができる。

2 都道府県は、前項のいじめ問題対策連絡協議会を置いた場

合には、当該いじめ問題対策連絡協議会におけるいじめの防止

等に関係する機関及び団体の連携が当該都道府県の区域内の市

町村が設置する学校におけるいじめの防止等に活用されるよ

う、当該いじめ問題対策連絡協議会と当該市町村の教育委員会

との連携を図るために必要な措置を講ずるものとする。

3 前二項の規定を踏まえ、教育委員会といじめ問題対策連絡

協議会との円滑な連携の下に、地方いじめ防止基本方針に基づ

く地域におけるいじめの防止等のための対策を実効的に行うよ

うにするため必要があるときは、教育委員会に附属機関として

必要な組織を置くことができるものとする。

第三章 基本的施策

（学校におけるいじめの防止）

第十五条 学校の設置者及びその設置する学校は、児童等の豊

かな情操と道徳心を培い、心の通う対人交流の能力の素地を養

うことがいじめの防止に資することを踏まえ、全ての教育活動

を通じた道徳教育及び体験活動等の充実を図らなければならな

い。

2 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校における

いじめを防止するため、当該学校に在籍する児童等の保護者、

地域住民その他の関係者との連携を図りつつ、いじめの防止に

資する活動であって当該学校に在籍する児童等が自主的に行う

ものに対する支援、当該学校に在籍する児童等及びその保護者

並びに当該学校の教職員に対するいじめを防止することの重要

性に関する理解を深めるための啓発その他必要な措置を講ずる

ものとする。

（いじめの早期発見のための措置）

第十六条 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校に

おけるいじめを早期に発見するため、当該学校に在籍する児童

等に対する定期的な調査その他の必要な措置を講ずるものとす

る。

2 国及び地方公共団体は、いじめに関する通報及び相談を受

け付けるための体制の整備に必要な施策を講ずるものとする。

3 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校に在籍す

る児童等及びその保護者並びに当該学校の教職員がいじめに係

る相談を行うことができる体制（次項において「相談体制」と

いう。）を整備するものとする。

4 学校の設置者及びその設置する学校は、相談体制を整備す

るに当たっては、家庭、地域社会等との連携の下、いじめを受

けた児童等の教育を受ける権利その他の権利利益が擁護される

よう配慮するものとする。

（関係機関等との連携等）

第十七条 国及び地方公共団体は、いじめを受けた児童等又は

その保護者に対する支援、いじめを行った児童等に対する指導

又はその保護者に対する助言その他のいじめの防止等のための

対策が関係者の連携の下に適切に行われるよう、関係省庁相互

間その他関係機関、学校、家庭、地域社会及び民間団体の間の

連携の強化、民間団体の支援その他必要な体制の整備に努める

ものとする。

（いじめの防止等のための対策に従事する人材の確保及び資質

の向上）

第十八条 国及び地方公共団体は、いじめを受けた児童等又は

その保護者に対する支援、いじめを行った児童等に対する指導

又はその保護者に対する助言その他のいじめの防止等のための

対策が専門的知識に基づき適切に行われるよう、教員の養成及

び研修の充実を通じた教員の資質の向上、生徒指導に係る体制

等の充実のための教諭、養護教諭その他の教員の配置、心理、

福祉等に関する専門的知識を有する者であっていじめの防止を

含む教育相談に応じるものの確保、いじめへの対処に関し助言

を行うために学校の求めに応じて派遣される者の確保等必要な

措置を講ずるものとする。

2 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校の教職員

に対し、いじめの防止等のための対策に関する研修の実施その

他のいじめの防止等のための対策に関する資質の向上に必要な

措置を計画的に行わなければならない。

（インターネットを通じて行われるいじめに対する対策の推進）

第十九条 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校に

在籍する児童等及びその保護者が、発信された情報の高度の流

通性、発信者の匿名性その他のインターネットを通じて送信さ

れる情報の特性を踏まえて、インターネットを通じて行われる

いじめを防止し、及び効果的に対処することができるよう、こ

れらの者に対し、必要な啓発活動を行うものとする。

2 国及び地方公共団体は、児童等がインターネットを通じて

行われるいじめに巻き込まれていないかどうかを監視する関係

機関又は関係団体の取組を支援するとともに、インターネット

を通じて行われるいじめに関する事案に対処する体制の整備に

努めるものとする。

3 インターネットを通じていじめが行われた場合において、

当該いじめを受けた児童等又はその保護者は、当該いじめに係

る情報の削除を求め、又は発信者情報（特定電気通信役務提供

者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律

（平成十三年法律第百三十七号）第四条第一項に規定する発信

者情報をいう。）の開示を請求しようとするときは、必要に応

じ、法務局又は地方法務局の協力を求めることができる。

（いじめの防止等のための対策の調査研究の推進等）

第二十条 国及び地方公共団体は、いじめの防止及び早期発見

のための方策等、いじめを受けた児童等又はその保護者に対す

る支援及びいじめを行った児童等に対する指導又はその保護者

に対する助言の在り方、インターネットを通じて行われるいじ

めへの対応の在り方その他のいじめの防止等のために必要な事

項やいじめの防止等のための対策の実施の状況についての調査

研究及び検証を行うとともに、その成果を普及するものとする。

（啓発活動）

第二十一条 国及び地方公共団体は、いじめが児童等の心身に

及ぼす影響、いじめを防止することの重要性、いじめに係る相

談制度又は救済制度等について必要な広報その他の啓発活動を

行うものとする。

第四章 いじめの防止等に関する措置

（学校におけるいじめの防止等の対策のための組織）

第二十二条 学校は、当該学校におけるいじめの防止等に関す

る措置を実効的に行うため、当該学校の複数の教職員、心理、

福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者により

構成されるいじめの防止等の対策のための組織を置くものとす

る。

（いじめに対する措置）

第二十三条 学校の教職員、地方公共団体の職員その他の児童

等からの相談に応じる者及び児童等の保護者は、児童等からい

じめに係る相談を受けた場合において、いじめの事実があると

思われるときは、いじめを受けたと思われる児童等が在籍する

学校への通報その他の適切な措置をとるものとする。

2 学校は、前項の規定による通報を受けたときその他当該学
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2 前項の規定による報告を受けた都道府県知事は、当該報告

に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生

の防止のため必要があると認めるときは、附属機関を設けて調

査を行う等の方法により、第二十八条第一項の規定による調査

の結果について調査を行うことができる。

3 都道府県知事は、前項の規定による調査の結果を踏まえ、

当該調査に係る学校法人又はその設置する学校が当該調査に係

る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防

止のために必要な措置を講ずることができるよう、私立学校法

第六条に規定する権限の適切な行使その他の必要な措置を講ず

るものとする。

4 前二項の規定は、都道府県知事に対し、学校法人が設置す

る学校に対して行使することができる権限を新たに与えるもの

と解釈してはならない。

第三十二条 学校設置会社（構造改革特別区域法（平成十四年

法律第百八十九号）第十二条第二項に規定する学校設置会社を

いう。以下この条において同じ。）が設置する学校は、第二十

八条第一項各号に掲げる場合には、当該学校設置会社の代表取

締役又は代表執行役を通じて、重大事態が発生した旨を、同法

第十二条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体の長

（以下「認定地方公共団体の長」という。）に報告しなければ

ならない。

2 前項の規定による報告を受けた認定地方公共団体の長は、

当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事

態の発生の防止のため必要があると認めるときは、附属機関を

設けて調査を行う等の方法により、第二十八条第一項の規定に

よる調査の結果について調査を行うことができる。

3 認定地方公共団体の長は、前項の規定による調査の結果を

踏まえ、当該調査に係る学校設置会社又はその設置する学校が

当該調査に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事

態の発生の防止のために必要な措置を講ずることができるよ

う、構造改革特別区域法第十二条第十項に規定する権限の適切

な行使その他の必要な措置を講ずるものとする。

4 前二項の規定は、認定地方公共団体の長に対し、学校設置

会社が設置する学校に対して行使することができる権限を新た

に与えるものと解釈してはならない。

5 第一項から前項までの規定は、学校設置非営利法人（構造

改革特別区域法第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人

をいう。）が設置する学校について準用する。この場合におい

て、第一項中「学校設置会社の代表取締役又は代表執行役」と

あるのは「学校設置非営利法人の代表権を有する理事」と、「第

十二条第一項」とあるのは「第十三条第一項」と、第二項中「前

項」とあるのは「第五項において準用する前項」と、第三項中

「前項」とあるのは「第五項において準用する前項」と、「学

校設置会社」とあるのは「学校設置非営利法人」と、「第十二

条第十項」とあるのは「第十三条第三項において準用する同法

第十二条第十項」と、前項中「前二項」とあるのは「次項にお

いて準用する前二項」と読み替えるものとする。

（文部科学大臣又は都道府県の教育委員会の指導、助言及び援助）

第三十三条 地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二

百四十五条の四第一項の規定によるほか、文部科学大臣は都道

府県又は市町村に対し、都道府県の教育委員会は市町村に対し、

重大事態への対処に関する都道府県又は市町村の事務の適正な

処理を図るため、必要な指導、助言又は援助を行うことができ

る。

第六章 雑則

（学校評価における留意事項）

第三十四条 学校の評価を行う場合においていじめの防止等の

ための対策を取り扱うに当たっては、いじめの事実が隠蔽され

ず、並びにいじめの実態の把握及びいじめに対する措置が適切

に行われるよう、いじめの早期発見、いじめの再発を防止する

ための取組等について適正に評価が行われるようにしなければ

ならない。

（高等専門学校における措置）

第三十五条 高等専門学校（学校教育法第一条に規定する高等

専門学校をいう。以下この条において同じ。）の設置者及びそ

の設置する高等専門学校は、当該高等専門学校の実情に応じ、

当該高等専門学校に在籍する学生に係るいじめに相当する行為

の防止、当該行為の早期発見及び当該行為への対処のための対

策に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

附 則

（施行期日）

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日

から施行する。

（検討）

第二条 いじめの防止等のための対策については、この法律の

施行後三年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検

討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基

づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

2 政府は、いじめにより学校における集団の生活に不安又は

緊張を覚えることとなったために相当の期間学校を欠席するこ

とを余儀なくされている児童等が適切な支援を受けつつ学習す

ることができるよう、当該児童等の学習に対する支援の在り方

についての検討を行うものとする。

理 由

いじめが、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく

侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を

与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせ

るおそれがあるものであることに鑑み、いじめの防止等のため

の対策を総合的かつ効果的に推進するため、いじめの防止等の

ための対策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体等の

責務を明らかにし、並びにいじめの防止等のための対策に関す

る基本的な方針の策定について定めるとともに、いじめの防止

等のための対策の基本となる事項を定める必要がある。これが、

この法律案を提出する理由である。

校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、

速やかに、当該児童等に係るいじめの事実の有無の確認を行う

ための措置を講ずるとともに、その結果を当該学校の設置者に

報告するものとする。

3 学校は、前項の規定による事実の確認によりいじめがあっ

たことが確認された場合には、いじめをやめさせ、及びその再

発を防止するため、当該学校の複数の教職員によって、心理、

福祉等に関する専門的な知識を有する者の協力を得つつ、いじ

めを受けた児童等又はその保護者に対する支援及びいじめを行

った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言を継続的

に行うものとする。

4 学校は、前項の場合において必要があると認めるときは、

いじめを行った児童等についていじめを受けた児童等が使用す

る教室以外の場所において学習を行わせる等いじめを受けた児

童等その他の児童等が安心して教育を受けられるようにするた

めに必要な措置を講ずるものとする。

5 学校は、当該学校の教職員が第三項の規定による支援又は

指導若しくは助言を行うに当たっては、いじめを受けた児童等

の保護者といじめを行った児童等の保護者との間で争いが起き

ることのないよう、いじめの事案に係る情報をこれらの保護者

と共有するための措置その他の必要な措置を講ずるものとす

る。

6 学校は、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきもので

あると認めるときは所轄警察署と連携してこれに対処するもの

とし、当該学校に在籍する児童等の生命、身体又は財産に重大

な被害が生じるおそれがあるときは直ちに所轄警察署に通報

し、適切に、援助を求めなければならない。

（学校の設置者による措置）

第二十四条 学校の設置者は、前条第二項の規定による報告を

受けたときは、必要に応じ、その設置する学校に対し必要な支

援を行い、若しくは必要な措置を講ずることを指示し、又は当

該報告に係る事案について自ら必要な調査を行うものとする。

（校長及び教員による懲戒）

第二十五条 校長及び教員は、当該学校に在籍する児童等がい

じめを行っている場合であって教育上必要があると認めるとき

は、学校教育法第十一条の規定に基づき、適切に、当該児童等

に対して懲戒を加えるものとする。

（出席停止制度の適切な運用等）

第二十六条 市町村の教育委員会は、いじめを行った児童等の

保護者に対して学校教育法第三十五条第一項（同法第四十九条

において準用する場合を含む。）の規定に基づき当該児童等の

出席停止を命ずる等、いじめを受けた児童等その他の児童等が

安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を速や

かに講ずるものとする。

（学校相互間の連携協力体制の整備）

第二十七条 地方公共団体は、いじめを受けた児童等といじめ

を行った児童等が同じ学校に在籍していない場合であっても、

学校がいじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援及び

いじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助

言を適切に行うことができるようにするため、学校相互間の連

携協力体制を整備するものとする。

第五章 重大事態への対処

（学校の設置者又はその設置する学校による対処）

第二十八条 学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げ

る場合には、その事態（以下「重大事態」という。）に対処し、

及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速

やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を

設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に

係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。

一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は

財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。

二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校

を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めると

き。

2 学校の設置者又はその設置する学校は、前項の規定による

調査を行ったときは、当該調査に係るいじめを受けた児童等及

びその保護者に対し、当該調査に係る重大事態の事実関係等そ

の他の必要な情報を適切に提供するものとする。

3 第一項の規定により学校が調査を行う場合においては、当

該学校の設置者は、同項の規定による調査及び前項の規定によ

る情報の提供について必要な指導及び支援を行うものとする。

（国立大学に附属して設置される学校に係る対処）

第二十九条 国立大学法人（国立大学法人法（平成十五年法律

第百十二号）第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。以

下この条において同じ。）が設置する国立大学に附属して設置

される学校は、前条第一項各号に掲げる場合には、当該国立大

学法人の学長を通じて、重大事態が発生した旨を、文部科学大

臣に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告を受けた文部科学大臣は、当該報告

に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生

の防止のため必要があると認めるときは、前条第一項の規定に

よる調査の結果について調査を行うことができる。

3 文部科学大臣は、前項の規定による調査の結果を踏まえ、

当該調査に係る国立大学法人又はその設置する国立大学に附属

して設置される学校が当該調査に係る重大事態への対処又は当

該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な措置を講

ずることができるよう、国立大学法人法第三十五条において準

用する独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第六十

四条第一項に規定する権限の適切な行使その他の必要な措置を

講ずるものとする。

（公立の学校に係る対処）

第三十条 地方公共団体が設置する学校は、第二十八条第一項

各号に掲げる場合には、当該地方公共団体の教育委員会を通じ

て、重大事態が発生した旨を、当該地方公共団体の長に報告し

なければならない。

2 前項の規定による報告を受けた地方公共団体の長は、当該

報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の

発生の防止のため必要があると認めるときは、附属機関を設け

て調査を行う等の方法により、第二十八条第一項の規定による

調査の結果について調査を行うことができる。

3 地方公共団体の長は、前項の規定による調査を行ったとき

は、その結果を議会に報告しなければならない。

4 第二項の規定は、地方公共団体の長に対し、地方教育行政

の組織及び運営に関する法律（昭和三十一年法律第百六十二号）

第二十三条に規定する事務を管理し、又は執行する権限を与え

るものと解釈してはならない。

5 地方公共団体の長及び教育委員会は、第二項の規定による

調査の結果を踏まえ、自らの権限及び責任において、当該調査

に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生

の防止のために必要な措置を講ずるものとする。

（私立の学校に係る対処）

第三十一条 学校法人（私立学校法（昭和二十四年法律第二百

七十号）第三条に規定する学校法人をいう。以下この条におい

て同じ。）が設置する学校は、第二十八条第一項各号に掲げる

場合には、重大事態が発生した旨を、当該学校を所轄する都道

府県知事（以下この条において単に「都道府県知事」という。）

に報告しなければならない。
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2 前項の規定による報告を受けた都道府県知事は、当該報告

に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生

の防止のため必要があると認めるときは、附属機関を設けて調

査を行う等の方法により、第二十八条第一項の規定による調査

の結果について調査を行うことができる。

3 都道府県知事は、前項の規定による調査の結果を踏まえ、

当該調査に係る学校法人又はその設置する学校が当該調査に係

る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防

止のために必要な措置を講ずることができるよう、私立学校法

第六条に規定する権限の適切な行使その他の必要な措置を講ず

るものとする。

4 前二項の規定は、都道府県知事に対し、学校法人が設置す

る学校に対して行使することができる権限を新たに与えるもの

と解釈してはならない。

第三十二条 学校設置会社（構造改革特別区域法（平成十四年

法律第百八十九号）第十二条第二項に規定する学校設置会社を

いう。以下この条において同じ。）が設置する学校は、第二十

八条第一項各号に掲げる場合には、当該学校設置会社の代表取

締役又は代表執行役を通じて、重大事態が発生した旨を、同法

第十二条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体の長

（以下「認定地方公共団体の長」という。）に報告しなければ

ならない。

2 前項の規定による報告を受けた認定地方公共団体の長は、

当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事

態の発生の防止のため必要があると認めるときは、附属機関を

設けて調査を行う等の方法により、第二十八条第一項の規定に

よる調査の結果について調査を行うことができる。

3 認定地方公共団体の長は、前項の規定による調査の結果を

踏まえ、当該調査に係る学校設置会社又はその設置する学校が

当該調査に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事

態の発生の防止のために必要な措置を講ずることができるよ

う、構造改革特別区域法第十二条第十項に規定する権限の適切

な行使その他の必要な措置を講ずるものとする。

4 前二項の規定は、認定地方公共団体の長に対し、学校設置

会社が設置する学校に対して行使することができる権限を新た

に与えるものと解釈してはならない。

5 第一項から前項までの規定は、学校設置非営利法人（構造

改革特別区域法第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人

をいう。）が設置する学校について準用する。この場合におい

て、第一項中「学校設置会社の代表取締役又は代表執行役」と

あるのは「学校設置非営利法人の代表権を有する理事」と、「第

十二条第一項」とあるのは「第十三条第一項」と、第二項中「前

項」とあるのは「第五項において準用する前項」と、第三項中

「前項」とあるのは「第五項において準用する前項」と、「学

校設置会社」とあるのは「学校設置非営利法人」と、「第十二

条第十項」とあるのは「第十三条第三項において準用する同法

第十二条第十項」と、前項中「前二項」とあるのは「次項にお

いて準用する前二項」と読み替えるものとする。

（文部科学大臣又は都道府県の教育委員会の指導、助言及び援助）

第三十三条 地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二

百四十五条の四第一項の規定によるほか、文部科学大臣は都道

府県又は市町村に対し、都道府県の教育委員会は市町村に対し、

重大事態への対処に関する都道府県又は市町村の事務の適正な

処理を図るため、必要な指導、助言又は援助を行うことができ

る。

第六章 雑則

（学校評価における留意事項）

第三十四条 学校の評価を行う場合においていじめの防止等の

ための対策を取り扱うに当たっては、いじめの事実が隠蔽され

ず、並びにいじめの実態の把握及びいじめに対する措置が適切

に行われるよう、いじめの早期発見、いじめの再発を防止する

ための取組等について適正に評価が行われるようにしなければ

ならない。

（高等専門学校における措置）

第三十五条 高等専門学校（学校教育法第一条に規定する高等

専門学校をいう。以下この条において同じ。）の設置者及びそ

の設置する高等専門学校は、当該高等専門学校の実情に応じ、

当該高等専門学校に在籍する学生に係るいじめに相当する行為

の防止、当該行為の早期発見及び当該行為への対処のための対

策に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

附 則

（施行期日）

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日

から施行する。

（検討）

第二条 いじめの防止等のための対策については、この法律の

施行後三年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検

討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基

づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

2 政府は、いじめにより学校における集団の生活に不安又は

緊張を覚えることとなったために相当の期間学校を欠席するこ

とを余儀なくされている児童等が適切な支援を受けつつ学習す

ることができるよう、当該児童等の学習に対する支援の在り方

についての検討を行うものとする。

理 由

いじめが、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく

侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を

与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせ

るおそれがあるものであることに鑑み、いじめの防止等のため

の対策を総合的かつ効果的に推進するため、いじめの防止等の

ための対策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体等の

責務を明らかにし、並びにいじめの防止等のための対策に関す

る基本的な方針の策定について定めるとともに、いじめの防止

等のための対策の基本となる事項を定める必要がある。これが、

この法律案を提出する理由である。
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２ 県は、県内のいじめに関する情報の収集を行うとともに、
市町村その他の関係者と相互に連携して迅速かつ適切な対応が
できる体制の充実を図るものとする。

（予防及び早期発見）
第十四条 県は、市町村その他の関係者と相互に連携し、児童
等自らがいじめに関する問題を主体的かつ真剣に考えることが
できる取組、児童等が互いに良好な関係を築くことができる取
組その他いじめの予防のための対策を講ずるものとする。
２ 県は、市町村その他の関係者と相互に連携し、いじめの早
期発見に努めるとともに、発見したいじめに対しては迅速かつ
適切な措置を講ずるものとする。

（人材の確保及び資質の向上）
第十五条 県は、いじめを受けた児童等又はその保護者に対す
る支援、いじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に
対する助言その他のいじめの防止等のための対策が専門的知識
に基づき適切に行われるよう、次の各号に掲げる施策その他必
要な施策を講ずるものとする。
一 研修の充実を通じた学校の教職員の資質の向上
二 生徒指導に係る体制等の充実のための教職員の配置
三 スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラーその
他の心理、福祉等に関する専門的知識を有する者であっていじ
めの防止を含む教育相談に応じるもの及びいじめへの対処に関
し助言を行うために学校の求めに応じて派遣される者の確保及
び適切かつ十分な配置

（啓発）
第十六条 県は、いじめが児童等の心身に及ぼす影響、いじめ
を防止することの重要性、いじめに係る相談制度又は救済制度
等について、必要な広報その他の啓発活動を実施するものとする。
２ いじめの防止等に関する県民の理解を深めるため、毎年四
月をいじめ防止啓発強化月間とする。

（ネットいじめ対策）
第十七条 県は、インターネットを通じて行われるいじめ（ 以
下「ネットいじめ」という。）に対する対策の推進のために、
次の各号に掲げる施策その他必要な施策を講ずるものとする。
一 児童等がネットいじめに巻き込まれていないかどうかを監
視する関係機関又は関係団体の取組への支援
二 ネットいじめに関する事案に対処する体制の整備
三 インターネットの適切な利用方法の周知その他ネットいじ
めの防止に資する教育及び啓発活動
四 ネットいじめを防止するためのインターネットの利用に関
係する事業を行う者による取組の促進につながる施策

（調査研究）
第十八条 県は、市町村、大学その他の関係者と連携し、いじ
めの防止及び早期発見のための方策その他のいじめの防止等の
ために必要な事項やいじめの防止等のための対策の実施の状況
についての調査研究及び検証を行うとともに、その成果を普及
するものとする。

（千葉県いじめ問題対策連絡協議会）
第十九条 県は、いじめの防止等を、関係機関及び関係団体と
連携して推進するため、学校、千葉県教育委員会（ 以下「県
教育委員会」という。） 及び市町村の教育委員会、児童相談所、
千葉地方法務局、県警察その他の関係者により構成される千葉
県いじめ問題対策連絡協議会（ 以下「連絡協議会」という。）
を置く。
２ 前項に定めるもののほか、連絡協議会の組織及び運営に関
して必要な事項は、県教育委員会が定めるものとする。
３ 県は、市町村が法第十四条第一項に規定するいじめ問題対
策連絡協議会を設置する場合には、市町村の要請に応じて適切
な指導、助言又は援助を行うものとする。

（千葉県いじめ対策調査会）
第二十条 県教育委員会に、法第十四条第三項に規定する附属
機関として、千葉県いじめ対策調査会（ 以下「いじめ対策調
査会」という。） を置く。
２ いじめ対策調査会は、次の各号に掲げる事項を担任する。
一 いじめの防止等に関する調査研究
二 県が実施するいじめの防止等のための対策に関する審議

三 重大事態（ 法第二十八条第一項に規定する重大事態をいう。
以下同じ。） が県立の学校で発生した場合における、その事実
の確認並びに調査及び審査
３ いじめ対策調査会は、委員十人以内で組織する。
４ 委員は、学識経験を有する者のうちから、県教育委員会が
任命する。
５ 委員の任期は二年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期
間とする。ただし、再任を妨げない。
６ いじめ対策調査会に会長及び副会長を置き、委員の互選に
よってこれを定める。
７ 会長は、いじめ対策調査会を代表し、その会務を総理する。
８ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会
長が欠けたときは、その職務を行う。
９ いじめ対策調査会の会議は、会長が招集する。
10 いじめ対策調査会は、委員の半数以上が出席しなければ、
会議を開き、議決をすることができない。
11 いじめ対策調査会の議事は、出席した委員の過半数をもっ
て決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
12 前各項に定めるもののほか、いじめ対策調査会の組織及び
運営に関して必要な事項は、県教育委員会が定めるものとする。

（重大事態への対応）
第二十一条 県は、重大事態が県立の学校で発生した場合には、
関係機関と連携して、法第五章に規定する対処等を迅速かつ適
切に行うものとする。
２ 県は、児童等又はその保護者から、いじめにより当該児童
等の生命、心身若しくは財産に重大な被害が生じ、又は当該児
童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされているに
もかかわらず、関係機関が法第五章に規定する対処等を実施し
ない等の相談を受けた場合には、当該関係機関への連絡その他
の調整を行い、当該関係機関による対処が迅速かつ適切に実施
されるよう努めるものとする。
３ 県は、児童等が県外に所在する学校に在籍している等の理
由により、重大事態が県外で発生している場合には、当該重大
事態に関係する地方公共団体、学校の設置者その他
の関係機関に対し通報、協力の要請及び情報の提供等を行い、
当該関係機関による法第五章に規定する対処等が迅速かつ適切
に実施されるよう努めるものとする。

（知事の調査）
第二十二条 知事は、法第三十条第一項又は法第三十一条第一
項の規定による報告を受けた場合において、当該報告に係る重
大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止の
ため必要があると認めるときは、附属機関を設けて調査を行う
等の方法により、法第二十八条第一項の規定による調査の結果
について調査を行うことができる。
２ 知事及び県教育委員会は、前項の規定による調査の結果を
踏まえ、自らの権限及び責任において、当該調査に係る重大事
態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため
に必要な措置を講ずるものとする。
３ 知事は、第一項に規定するもののほか、前条第二項の規定
による調整の結果等を踏まえ、当該学校の設置者と連携の下、
附属機関を設けて調査を行う等の方法により、重大事態への対
処のため必要な調査等を行うことができるものとする。

（財政措置）
第二十三条 県は、いじめの防止等のための施策を推進するた
め、必要な財政上の措置を講ずるものとする。

附 則
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

千葉県いじめ防止対策推進条例
（平成 26年千葉県条例第 31号）

（目的）
第一条 この条例は、いじめが、いじめを受けた児童等の基本
的人権を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成
に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な
危険を生じさせるおそれがあるものであることに鑑み、いじめ
防止対策推進法（平成二十五年法律第七十一号。以下「法」と
いう。）の趣旨を踏まえ、いじめの防止等（いじめの防止、い
じめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。） のた
めの対策に関し、基本理念を定め、県の責務等を明らかにし、
県が取り組むべき施策を整理し、及び積極的かつ効果的ないじ
めの防止等のための対策を実施することにより、児童等が健や
かに成長することができる環境をつくることを目的とする。

（定義）
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、
それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 いじめ児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍
している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行
う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通
じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となっ
た児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
二 児童等 学校に在籍する児童又は生徒をいう。
三 学校 学校教育法（ 昭和二十二年法律第二十六号） 第一条
に規定する小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別
支援学校（ 幼稚部を除く。） をいう。
四 保護者親権を行う者、未成年後見人及び児童等を現に監護
する者をいう。
五 県民本県の区域内に居住し、通勤し、又は通学する者をいう。

（基本理念）
第三条 いじめの防止等のための対策は、学校を中心に、児童
等が自らいじめが絶対に許されない行為であると正しく認識
し、誰もがいじめの当事者となることのない環境を整えること
を基本として行われなければならない。
２ いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた児童等及
びいじめを受けた児童等を助けようとした児童等の生命及び心
身を保護することが何よりも重要であることを認識して、国、
県、市町村（学校を設置する一部事務組合を含む。以下同じ。）、
学校、地域社会、保護者、家庭その他の関係者の連携の下、取
り組まれなければならない。

（いじめの禁止等）
第四条 児童等は、いじめを行ってはならない。
２児童等は、他の児童等に対して行われるいじめを認識しなが
らこれを放置することがないように努めるものとする。

（県の責務）
第五条 県は、国、市町村その他の関係者と協力して、本県の
実情に応じたいじめの防止等に関する施策を総合的に策定し、
及び実施する責務を有するものとする。
２ 県は、学校の設置者として県立の学校におけるいじめの防
止等に関する施策を第一義的に実施する責務を有し、積極的な
施策を講ずるものとする。
３ 県は、県立の学校以外の学校におけるいじめの防止等に関
する施策を補完的に実施することとし、当該学校の設置者の要
請を受けた場合には、迅速に必要な措置を行って協力するもの
とする。
４ 県は、県外に所在する学校に通学する児童等に係るいじめ
の防止等のため、当該学校の所在する地方公共団体その他の関
係機関と必要な協力を行うものとする。

（市町村の役割）
第六条 市町村は、国、県その他の関係者と協力しつつ、当該
地域の実情に応じたいじめの防止等に関する施策を策定し、及
び実施するよう努めるものとする。
２市町村は、学校の設置者として当該市町村立の学校における
いじめの防止等に関する施策を第一義的に実施すべき立場にあ
ることを踏まえ、必要な措置を講ずるものとする。

（県及び市町村以外の学校の設置者の役割）
第七条 県及び市町村以外の学校の設置者は、その設置する学
校におけるいじめの防止等のために必要な措置を講ずるものと
する。

（学校及び学校の教職員の役割）
第八条 学校及び学校の教職員は、当該学校に在籍する児童等
の保護者、地域住民、児童相談所、警察その他の関係者との連
携を図りつつ、児童等自らがいじめに関する問題を主体的かつ
真剣に考えることができる環境を整える等、学校全体でいじめ
の防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する
児童等がいじめを受けていると思われるときは、迅速かつ適切
にこれに対処するものとする。
２ 学校は、いじめへの対応に当たり、学校の教職員等の間に
おける情報の共有及び協力体制の構築を適切に行うものとする。
３ 学校の教職員は、自らの言動が児童等に大きな影響を与え
ることを十分に認識して、児童等に適切な指導を行うものとする。

（保護者の役割）
第九条 保護者は、その保護する児童等がいじめを受けた場合
には、適切に当該児童等をいじめから保護するものとする。
２ 保護者は、いじめが絶対に許されない行為であることをそ
の保護する児童等に十分理解させ、当該児童等がいじめを行う
ことのないよう、必要な指導を行うよう努めるものとする。
３ 保護者は、国、県、市町村、学校の設置者及びその設置す
る学校が講ずるいじめの防止等のための措置に協力するよう努
めるものとする。

（県民の役割）
第十条 県民は、それぞれの地域において、児童等に対する見
守り、児童等との交流の機会の確保その他の安心して児童等が
過ごすことができる環境づくりに努めるものとする。
２ 県民は、いじめを発見した場合、又はいじめの疑いがある
と認められる場合には、県、市町村、学校その他の関係者に情
報を提供するよう努めるものとする。

（県いじめ防止基本方針）
第十一条 県は、法第十一条第一項の規定により文部科学大臣
が定めるいじめ防止基本方針（ 以下「国いじめ防止基本方針」
という。） を参酌し、本県の実情に応じたいじめの防止等のた
めの対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針
（以下「県いじめ防止基本方針」という。） を定めるものとす
る。
２ 県いじめ防止基本方針においては、次の各号に掲げる事項
を定めるものとする。
一 いじめの防止等のための対策の基本的な方向に関する事項
二 いじめの防止等のための対策の内容に関する事項
三 いじめの防止等のための対策の評価及び検証方法に関する
事項
四 その他いじめの防止等のための対策に関する重要事項
３ 県は、いじめに関する状況の変化を勘案し、及びいじめの
防止等のための対策に関する評価を踏まえ、県いじめ防止基本
方針に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更し
なければならない。
４ 県は、県いじめ防止基本方針を定め、又は変更したときは、
遅滞なく、これを公表しなければならない。

（学校いじめ防止基本方針）
第十二条 学校は、国いじめ防止基本方針、県いじめ防止基本
方針及び法第十二条の規定により当該学校の所在する市町村が
定める地方いじめ防止基本方針を参酌し、その学校の実情に応
じ、当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基
本的な方針を定めるものとする。

（相談及び情報収集体制の充実）
第十三条 県は、児童等、保護者、学校の教職員その他のいじ
めの防止等に関係する者が安心して相談でき、その相談に速や
かに対応できるよう、いじめに関する相談体制の充実を図るも
のとする。
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２ 県は、県内のいじめに関する情報の収集を行うとともに、
市町村その他の関係者と相互に連携して迅速かつ適切な対応が
できる体制の充実を図るものとする。

（予防及び早期発見）
第十四条 県は、市町村その他の関係者と相互に連携し、児童
等自らがいじめに関する問題を主体的かつ真剣に考えることが
できる取組、児童等が互いに良好な関係を築くことができる取
組その他いじめの予防のための対策を講ずるものとする。
２ 県は、市町村その他の関係者と相互に連携し、いじめの早
期発見に努めるとともに、発見したいじめに対しては迅速かつ
適切な措置を講ずるものとする。

（人材の確保及び資質の向上）
第十五条 県は、いじめを受けた児童等又はその保護者に対す
る支援、いじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に
対する助言その他のいじめの防止等のための対策が専門的知識
に基づき適切に行われるよう、次の各号に掲げる施策その他必
要な施策を講ずるものとする。
一 研修の充実を通じた学校の教職員の資質の向上
二 生徒指導に係る体制等の充実のための教職員の配置
三 スクールソーシャルワーカー、スクールカウンセラーその
他の心理、福祉等に関する専門的知識を有する者であっていじ
めの防止を含む教育相談に応じるもの及びいじめへの対処に関
し助言を行うために学校の求めに応じて派遣される者の確保及
び適切かつ十分な配置

（啓発）
第十六条 県は、いじめが児童等の心身に及ぼす影響、いじめ
を防止することの重要性、いじめに係る相談制度又は救済制度
等について、必要な広報その他の啓発活動を実施するものとする。
２ いじめの防止等に関する県民の理解を深めるため、毎年四
月をいじめ防止啓発強化月間とする。

（ネットいじめ対策）
第十七条 県は、インターネットを通じて行われるいじめ（ 以
下「ネットいじめ」という。）に対する対策の推進のために、
次の各号に掲げる施策その他必要な施策を講ずるものとする。
一 児童等がネットいじめに巻き込まれていないかどうかを監
視する関係機関又は関係団体の取組への支援
二 ネットいじめに関する事案に対処する体制の整備
三 インターネットの適切な利用方法の周知その他ネットいじ
めの防止に資する教育及び啓発活動
四 ネットいじめを防止するためのインターネットの利用に関
係する事業を行う者による取組の促進につながる施策

（調査研究）
第十八条 県は、市町村、大学その他の関係者と連携し、いじ
めの防止及び早期発見のための方策その他のいじめの防止等の
ために必要な事項やいじめの防止等のための対策の実施の状況
についての調査研究及び検証を行うとともに、その成果を普及
するものとする。

（千葉県いじめ問題対策連絡協議会）
第十九条 県は、いじめの防止等を、関係機関及び関係団体と
連携して推進するため、学校、千葉県教育委員会（ 以下「県
教育委員会」という。） 及び市町村の教育委員会、児童相談所、
千葉地方法務局、県警察その他の関係者により構成される千葉
県いじめ問題対策連絡協議会（ 以下「連絡協議会」という。）
を置く。
２ 前項に定めるもののほか、連絡協議会の組織及び運営に関
して必要な事項は、県教育委員会が定めるものとする。
３ 県は、市町村が法第十四条第一項に規定するいじめ問題対
策連絡協議会を設置する場合には、市町村の要請に応じて適切
な指導、助言又は援助を行うものとする。

（千葉県いじめ対策調査会）
第二十条 県教育委員会に、法第十四条第三項に規定する附属
機関として、千葉県いじめ対策調査会（ 以下「いじめ対策調
査会」という。） を置く。
２ いじめ対策調査会は、次の各号に掲げる事項を担任する。
一 いじめの防止等に関する調査研究
二 県が実施するいじめの防止等のための対策に関する審議

三 重大事態（ 法第二十八条第一項に規定する重大事態をいう。
以下同じ。） が県立の学校で発生した場合における、その事実
の確認並びに調査及び審査
３ いじめ対策調査会は、委員十人以内で組織する。
４ 委員は、学識経験を有する者のうちから、県教育委員会が
任命する。
５ 委員の任期は二年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期
間とする。ただし、再任を妨げない。
６ いじめ対策調査会に会長及び副会長を置き、委員の互選に
よってこれを定める。
７ 会長は、いじめ対策調査会を代表し、その会務を総理する。
８ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会
長が欠けたときは、その職務を行う。
９ いじめ対策調査会の会議は、会長が招集する。
10 いじめ対策調査会は、委員の半数以上が出席しなければ、
会議を開き、議決をすることができない。
11 いじめ対策調査会の議事は、出席した委員の過半数をもっ
て決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
12 前各項に定めるもののほか、いじめ対策調査会の組織及び
運営に関して必要な事項は、県教育委員会が定めるものとする。

（重大事態への対応）
第二十一条 県は、重大事態が県立の学校で発生した場合には、
関係機関と連携して、法第五章に規定する対処等を迅速かつ適
切に行うものとする。
２ 県は、児童等又はその保護者から、いじめにより当該児童
等の生命、心身若しくは財産に重大な被害が生じ、又は当該児
童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされているに
もかかわらず、関係機関が法第五章に規定する対処等を実施し
ない等の相談を受けた場合には、当該関係機関への連絡その他
の調整を行い、当該関係機関による対処が迅速かつ適切に実施
されるよう努めるものとする。
３ 県は、児童等が県外に所在する学校に在籍している等の理
由により、重大事態が県外で発生している場合には、当該重大
事態に関係する地方公共団体、学校の設置者その他
の関係機関に対し通報、協力の要請及び情報の提供等を行い、
当該関係機関による法第五章に規定する対処等が迅速かつ適切
に実施されるよう努めるものとする。

（知事の調査）
第二十二条 知事は、法第三十条第一項又は法第三十一条第一
項の規定による報告を受けた場合において、当該報告に係る重
大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止の
ため必要があると認めるときは、附属機関を設けて調査を行う
等の方法により、法第二十八条第一項の規定による調査の結果
について調査を行うことができる。
２ 知事及び県教育委員会は、前項の規定による調査の結果を
踏まえ、自らの権限及び責任において、当該調査に係る重大事
態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため
に必要な措置を講ずるものとする。
３ 知事は、第一項に規定するもののほか、前条第二項の規定
による調整の結果等を踏まえ、当該学校の設置者と連携の下、
附属機関を設けて調査を行う等の方法により、重大事態への対
処のため必要な調査等を行うことができるものとする。

（財政措置）
第二十三条 県は、いじめの防止等のための施策を推進するた
め、必要な財政上の措置を講ずるものとする。

附 則
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
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